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１．介護施設等の整備及び運営について 

 
（１）地域医療介護総合確保基金（介護施設等の整備に関する事業分） 

 

① 予算案及び対象事業の拡充 

○ 地域医療介護総合確保基金（介護分）令和３年度予算案については、「介護

離職ゼロ」の実現に向けて、2015（平成 27 年度）から 2020 年代初頭までに介

護の受け皿 50 万人分の整備に向けた施設整備や、多様な人材の参入促進や介

護ロボット、ICT 等の導入を通じた労働環境の改善等による介護人材の確保を

推進するため、824 億円（うち国費 549 億円）（前年度同額）を計上している。 

なお、介護施設等の整備分と介護従事者の確保分の配分額については、介護

従事者の確保分の事業に「介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事

業」を追加することや、令和２年度の執行状況を踏まえて、変更をしており、

介護施設等の整備分と介護従事者の確保分それぞれ必要な額を計上してい

る。 

［内訳］ 

介護施設等の整備分 618 億円（うち国費 412 億円） 

介護従事者の確保分 206 億円（うち国費 137 億円） 

 

○ また、介護施設等の整備分については、令和２年度に「介護離職ゼロ」の実

現に向けて創設・拡充した事業を含めて、地域密着型サービスの施設等の整備

費や施設開設準備経費、特養多床室のプライバシー保護のための改修等に対

する支援を行うほか、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、①

多床室の個室化に要する改修費、②簡易陰圧装置の設置に要する費用、③感染

拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に要する費用を支援する予定であ

る。 

 

○ 「介護離職ゼロ」の実現に向けて、令和２年度に創設・拡充した、「介護付

きホームの整備促進」や「介護施設等の新規整備を条件に行う広域型施設の大

規模修繕・耐震化整備」等については積極的に事業を実施していただくようお

願いする。 
 

「介護付きホームの整備促進」 
・ 高齢者向け住まいが都市部を中心に多様な介護ニーズの受け皿となっている状況を

踏まえ、「介護離職ゼロ」の実現に向けて、介護サービス基盤として介護付きホーム
（有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介
護の指定を受けるもの）も含めて、その整備促進していくことが適当であることから、
介護付きホームを施設整備費等の補助対象に追加する。 

「介護施設等の新規整備を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備」 
・ 「介護離職ゼロ」の実現に向けた受け皿整備量拡大と老朽化した特養等の広域型施

設の修繕を同時に進めるため、介護施設等の新規整備を条件に行う、定員３０人以上
の広域型施設の大規模修繕（おおむね１０年以上経過した施設の一部改修や付帯設備
の改造等）・耐震化について補助する。 
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○ これを踏まえて、各都道府県におかれましては、政令市、中核市を含めた管

内自治体の事業展開の意向や地域のニーズを十分に勘案し、当該予算の積極

的な活用をお願いしたい。 

 

○ なお、地域医療介護総合確保基金（介護分）令和３年度予算案の各都道府県

への交付に当たっては、上記の内訳に関わらず、介護施設等の整備分と介護従

事者の確保分を一体的に交付するなど、引き続き柔軟に対応することを予定

している（例えば、各都道府県の介護従事者の確保分の協議額が、予算額を超

えた場合に、介護施設等の整備分の予算額を充てる）（※）。 

（※）これは、過年度に交付されたものや、令和３年度予算案を国から都道府県へ交付
した後に、基金造成事業に要する各区分（介護施設等の整備分、介護従事者の確保
分）の経費の配分変更を認める趣旨ではなく、国における都道府県への予算の配分
について、介護施設等の整備分と介護従事者の確保分それぞれの国の予算枠にとら
われず一体的な交付を行う趣旨であるので留意すること。 

 
② スケジュール（予定） 

３月中   第１次協議及び事業量調査の依頼 

４月中   厚生労働省本省による管理運営要領、留意事項通知等の関連通知の発出 

＜地方厚生（支）局による都道府県ヒアリング＞ 

速やかに（５月頃） 厚生労働省本省による都道府県への内示 

２月頃   地方厚生（支）局による都道府県への交付決定 

翌年度   地方厚生（支）局による都道府県への交付確定 

 

③ その他留意事項 

○ 介護施設等における木材の利用の促進及びＣＬＴ（Cross Laminated 

Timber：直交集成板）の活用 

・ 社会福祉施設等における木材の利用の促進及び CLT の活用にあたっては、

「社会福祉施設等における木材の利用の促進及び CLT の活用について」（平

成 28 年７月 21 日付け雇児発 0721 第 17 号・社援発 0721 第５号・障発 0721

第２号・老発 0721 第２号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長等連名通知）

において、木材の持つ柔らかさ、暖かさを取り入れることにより施設入所者

や利用者に精神的なゆとりと安らぎを与えるなどの効果も期待できること

から、木材の利用や CLT の積極的な活用についてご配慮をいただくととも

に、管内市町村及び社会福祉法人等に対しても、木材の利用や CLT の積極的

な活用についての周知にご協力いただくようお願いしているところであり、

引き続き、ご協力をお願いしたい。 

・ なお、「ＣＬＴの普及に向けた新たなロードマップ」（平成 29 年 1 月Ｃ

ＬＴ活用促進に関する関係省庁連絡会議決定）の期間が令和２年度までとな

っていることを踏まえ、令和３～７年度における更なる普及に向けた関連施

策等のあるべき姿をとりまとめた新ロードマップが今年度中に決定される

予定である。 
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・ また、地域医療介護総合確保基金については、管理運営要領上、都道府県

及び市町村が作成する整備計画の事業の選定に当たっては、入所者等の精神

的なゆとりと安らぎのある生活環境づくりや資源循環型社会の構築に寄与

していくため、施設の木造化、内装等への木材の利用、木製品の利用等を行

うものが優先的に盛り込まれるよう配慮することとしているので、念のため

申し添える。 

 

○ 介護施設等における災害レッドゾーンの整備に関する取扱い 

災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制を目的として都市計画法等

の改正が令和４年４月から施行予定であり、これにより、特別養護老人ホー

ム等を含む自己業務用施設についても、災害危険区域等での開発が原則禁

止となることから、地域医療介護総合確保基金における災害レッドゾーン

の整備に関する取扱いについては、下記のとおり、令和３年度以降、変更す

る予定である。 

なお、平成 18 年度に一般財源化されている広域型の介護施設等（定員 30

人以上）の整備についても、下記の取扱いを参考に対応いただきたい。 

・ 既存施設の移転建替について、「地すべり防止危険か所等危険区域に所

在する施設の移転改築整備を行うもの」は従前より優先的な事業選定を

求めているが、令和３年度以降、災害レッドゾーンからの移転改築整備に

ついては、最も重点的に取り組んでもらうよう取扱いを見直す予定であ

る。 

・ 施設の新規整備について、令和３年度以降、災害レッドゾーンにおいて

新規整備を行う場合には、原則補助の対象としないこと、また、浸水想定

区域や土砂災害警戒区域等については、必要に応じて、安全上及び避難上

の対策を補助の条件とすることとする予定である。 

 

○ 介護付きホームの補助におけるサービス付き高齢者向け住宅の取扱い 

令和２年度から、特定施設入居者生活介護の指定を受ける有料老人ホー

ム又はサービス付き高齢者向け住宅（以下「介護付きホーム」という。）に

対する補助を創設したところであるが、令和３年度以降、介護付きホームの

うちサービス付き高齢者向け住宅については、国土交通省のサービス付き

高齢者向け住宅の補助金の要件（スマートウェルネス住宅等推進事業補助

金交付要綱（令和２年３月３０日国住心第 333 号）に規定するサービス付

き高齢者向け住宅整備事業の補助要件）を満たすものに限り、介護付きホー

ムの補助対象とする予定である。 

  

3



（２）地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金（ハード交付金） 

 

① 予算案及び対象事業 

○ 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の令和３年度予算案については、

高齢者施設等の防災・減災対策を推進するため、スプリンクラー設備等の整

備、耐震化改修・大規模修繕等のほか、非常用自家発電・給水設備の整備、水

害対策に伴う改修等、倒壊の危険性のあるブロック塀等の改修の対策を講じ

るものとして、12 億円を計上している。 

（参考）令和２年度第３次補正予算：42 億円 

○ 「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」（令和２年 12 月 11

日閣議決定）において、社会福祉施設等については、耐災害性強化対策として、

耐震化対策、ブロック塀等対策、水害対策強化対策及び非常用自家発電設備対

策が盛り込まれており、引き続き、本交付金によりこれらの対策の支援を行っ

ていく予定である。 

 

○ 令和２年度からの変更点は、地域医療介護総合確保基金で実施していた換

気設備設置事業（風通しの悪い空間は感染リスクが高いことから、施設の立地

等により窓があっても十分な換気が行えない場合等にも定期的に換気できる

よう、換気設備の設置）を追加している。 

 

○ 都道府県・市区町村におかれては、必要な予算を確保しつつ、本交付金を有

効に活用し、高齢者施設等の防災・減災の強化を着実に進めていただきたい。 

 

（参考）防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」 

（令和２年 12 月 11 日閣議決定）（抜粋） 

 

第２章 重点的に取り組むべき対策 

１ 激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策 

（１）人命・財産の被害を防止・最小化するための対策 

・社会福祉施設等の耐災害性強化対策（耐震化対策、ブロック塀等対策、水害対策

強化対策及び非常用自家発電設備対策）（厚生労働省） 

第４章 対策の事業規模 

第２章において示した重点的に取り組むべき対策について、加速化・深化を図る観

点から、追加的に必要となる事業規模は、今後５年間でおおむね 15 兆円程度を目途

としており、別表のとおりである。また、対策の初年度については、令和２年度第３

次補正予算により措置する。 

次年度以降の各年度における取扱いについても、予算編成過程で検討することとし、

今後の災害の発生状況や事業の進捗状況、経済情勢・財政事情等を踏まえ、機動的・

弾力的に対応する。 

また、本対策には、財政措置に加え、財政投融資のほか、民間事業者等による事業が

想定されている。 
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② スケジュール（予定）及びその他留意事項 

○ 令和３年度においては、４月中に、地方厚生（支）局を通じて各都道府

県・指定都市・中核市宛てに、また都道府県を経由して各市町村宛てに、協

議の事務連絡を発出する予定なので、遺漏のないようお願いしたい。 

 

○ 令和３年度協議については、予算を上回る協議額となる可能性があること

から、補助協議申請にあたっては、実施主体の地方自治体ごとに、優先順位を

付して協議していただくこととしている。 

このため、例えば、非常用自家発電設備の協議に当たっては、地方自治体は、

管内の高齢者施設等における当該設備の保有状況を把握するなど、必要な対応

を進めていただくようお願いする。 

また、厚生労働省では、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対

策」推進の観点から、スプリンクラー設備等の整備、大規模修繕等よりも、耐

震化対策、ブロック塀等対策、水害対策強化対策及び非常用自家発電設備対策

を優先採択することを考えているので、予めご承知おき願いたい。 
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（３）令和３年度介護報酬改定（特別養護老人ホーム） 

 

①  個室ユニット型施設の設備・勤務体制の見直し 

○ 改定の概要 

・個室ユニット型施設において、ケアの質を維持しつつ、人材確保や職員定着を

目指し、ユニットケアを推進する観点から、１ユニットの定員を、夜間及び深

夜を含めた介護・看護職員の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努め

ることを求めつつ、現行の「おおむね 10 人以下」から「原則として 10 人以下

とし、15 人を超えないもの」とする。【省令改正】 

・ユニット型個室的多床室について、感染症やプライバシーに配慮し、個室化を

進める観点から、新たに設置することを禁止する。【省令改正、告示改正】 

 

○ 留意事項等 

・個室ユニット型施設の入居定員についての基準省令の改正規定を参酌し、各

自治体において条例が改正され、従来の条例の規定又は運用を通して認めて

こなかった入居定員の基準を超えるユニット（以下「改正前定員超過ユニッ

ト」という。）が新たに整備される施設において適切な運営がなされるよう、

以下の取扱いについてお願いしたい。 

 

ア 改正前定員超過ユニットに勤務する介護職員及び看護職員の数の届出 

 改正前定員超過ユニットを整備する施設は、指定又は変更の申請の際に、

当該ユニットの入居定員に加え、当該ユニットに勤務する介護職員及び看

護職員の総数並びに夜間及び深夜の勤務に従事する介護職員及び看護職

員の数がわかる勤務表等の資料を都道府県等に届け出るものとすること。 

 

イ 改正前定員超過ユニットを整備する施設に対する指導 

改正後の「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準に

ついて」（平成 12 年 3 月 17 日老企発第 43 号）等の関係通知において、改

正前定員超過ユニットを整備する施設は、夜間及び深夜を含めた介護職員

並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案し、次のとおり職員を配置

するよう努めるものとされている。 

イ 昼間については、ユニットごとに常時１人の配置に加えて、当該ユニ

ットにおいて日勤時間帯（夜勤時間帯に含まれない連続する８時間をい

い、原則として事業所又は施設ごとに設定するものとする。）に勤務す

る別の従業者の１日の勤務時間数の合計を８で除して得た数が、入居者

の数が 10 を超えて１を増すごとに 0.1 以上（15 人ユニットの場合は、

ユニットごとに 1.5 人以上） 

ロ 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人の配置に加えて、当

該２ユニットにおいて夜勤時間帯（午後 10 時から翌日の午前５時まで

を含めた連続する 16 時間をいい、原則として事業所又は施設ごとに設
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定するものとする。）に勤務する別の従業者の１日の勤務時間数の合計

を 16 で除して得た数が、入居者の合計数が 20 を超えて２又はその端数

を増すごとに 0.1 以上（15 人ユニットが２つ（計 30 人）の場合は、２

ユニットごとに 1.5 人以上） 

都道府県等は、施設が届け出たアの資料を確認し、上記イ及びロが満た

されていない場合は、少なくとも以下の事項について当該施設に聴取する

こと。 

・上記イ及びロに示した数の職員が確保できない理由 

・上記イ及びロに示した数の職員が確保できる時期の見込み 

・ケアの質を担保するために当該施設が行っている取組 

 都道府県等は、施設に対する聴取を踏まえ、当該施設が上記イ及びロに

示した数の職員を確保するために十分な努力を行っておらず、各ユニット

において入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むこと

を支援するのに支障が生じると見込まれる場合は、改正前定員超過ユニッ

トの運営を認めないことも選択肢として指導を継続すること。 

 

ウ 改正前定員超過ユニットの運営状況の定期的な確認 

 都道府県等は、改正前定員超過ユニットの運営状況を定期的に確認す

ること。特に、上記イ及びロに示した数の職員が確保できていない施設に

関しては、重点的に運営状況を確認し、適切な指導を行うこと。 

 また、国においても、改正前定員超過ユニットの整備・運営状況を定期

的に把握しつつ、適切な運営や指導が行われているか検証することとして

いるので、都道府県等においては、国の調査に協力すること。 

 

② 介護老人福祉施設等の人員配置基準の見直し 

○ 改定の概要 

介護老人福祉施設等の人員配置基準について、人材確保や職員定着の観点か

ら、職員の勤務シフトを組みやすくするなどの取組を推進するとともに、入所

者の処遇や職員の負担に配慮する観点から、食事、健康管理、衛生管理、生活

相談等における役務の提供や設備の供与が入所者の身体的、精神的特性を配

慮して適切に行われること、労働関係法令に基づき、職員の休憩時間や有給休

暇等が適切に確保されていることなどの留意点を明示しつつ、以下の見直し

を行う。 

 ア 従来型とユニット型を併設する場合において、入所者の処遇に支障がな

い場合、介護・看護職員の兼務を可能とする。 

 イ 広域型特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設と小規模多機能型居宅

介護事業所を併設する場合において、入所者の処遇や事業所の管理上支障が

ない場合、管理者・介護職員の兼務を可能とする。 

 ウ サテライト型居住施設において、本体施設が特別養護老人ホーム・地域密

着型特別養護老人ホームである場合に、本体施設の生活相談員により当該サ
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テライト型居住施設の入居者の処遇が適切に行われると認められるときは、

生活相談員を置かないことを可能とする。 

 エ 地域密着型特別養護老人ホーム（サテライト型を除く）において、他の社

会福祉施設等との連携を図ることにより当該地域密着型特別養護老人ホー

ムの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支

障がないときは、栄養士を置かないことを可能とする。 

 

③ ①②共通の留意事項等 

今回の省令改正に伴い、管内個室ユニット型施設を１ユニットの入居定員

15 人を超えない範囲で整備する場合や、管内施設において人員配置基準等を

見直す場合においては、 

・食事、健康管理、衛生管理、生活相談等における役務の提供や設備の供与が

入所者の身体的、精神的特性を考慮して適切に行われること 

・ 労働関係法令に基づき、職員の休憩時間や有休休暇等が適切に確保されて

いること 

に十分留意いただくよう、指導等を行っていただきたい。 
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（４）ユニットケアに関する研修について 

ア ユニットケア施設管理者研修及びユニットリーダー研修については、平成 29 年

６月１日付け「「ユニットケア施設管理者研修」及び「ユニットリーダー研修」の

実施について」（厚生労働省老健局高齢者支援課長通知）により実施いただいてい

るところである。 

都道府県及び指定都市（以下「都道府県等」という。）等はこれらの研修の実施

主体であるが、その実施に当たっては、自ら行うほか、都道府県等が適切と認めた

団体に委託することができる。 

ただし、委託を行った場合であっても、都道府県等は、研修受託団体の研修に対

する理念や研修実施体制、研修内容等を十分に把握し、必要に応じて適切な指導

を行うとともに、研修受託団体がユニットリーダー研修実地研修施設の選定を行

う際には、担当職員が現地調査に立ち会う等、積極的に関与していただき、研修の

質の確保に努めていただきたい。 

なお、研修を複数の団体に委託する場合には、都道府県等は、研修修了者につい

て、修了証番号、修了年月日、氏名、生年月日等必要事項を記入した名簿を一元的

に作成、管理するとともに、研修受講希望者が混乱しないよう、研修を実施する団

体や日程等について事前に情報提供を十分に行っていただきたい。 

また、一つの施設を複数の都道府県等又は研修受託団体がユニットリーダー研

修実地研修施設として指定することは差し支えないが、適切な研修を実施するた

め、研修日程の調整や当該研修実施施設における入所者及び職員への負担などに

関して、関係者において適切に調整願いたい。 

研修の実施に当たっては、研修受講者の利便性を鑑み可能な限り職場から近い

場所で研修を受講できるよう、ユニットリーダー研修実地研修施設の確保につい

てご配慮いただきたい。 

 

イ 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえたユニットケアに関する研修に

ついては、令和２年 10 月 21 日付け「新型コロナウイルス感染症に係る介護サー

ビス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて（第 16 報）」（厚生労働省老

健局高齢者支援課老人保健課事務連絡）においてお示ししたところである。感染症

流行下の研修実施にあたっては、講義演習部分については可能な限りオンライン

化することが望ましく、また都道府県等においては、地域の感染状況等を踏まえ、

実地研修の実施の可否を検討されたい。 

また、研修資料を通信教材として電子化することを通じて、ユニットケア施設職

員への研修の機会を確保することを目的とした「ユニットリーダー研修等オンラ

イン化に係る調査事業（令和２年度第一次補正予算事業「介護支援専門員研修等オ

ンライン化等事業内」）」を実施し、令和２年 10 月に都道府県等に配布したとこ

ろである。都道府県等におかれては、研修のオンライン化に本教材をご活用いただ

くとともに、引き続き研修の運営及びユニットケアの推進に御協力をお願いした

い。 
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（５）介護施設等における感染対策等について 

介護施設等における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止並びに事故発生

の防止及び発生時の対応については、各施設等の運営基準等において、施設等の

講ずるべき措置及び感染症や事故等の発生時の報告について定めるとともに、入

所予定者に感染症や既往があった場合の適切な対応の徹底を通知しているところ

であり、各施設等に対し周知徹底及び適切な指導をお願いしたい。 

また、今般の新型コロナウイルス感染症のまん延により、介護施設等でのクラス

ターの発生や介護サービスの休止等が発生し、介護職員のさらなる感染症への対

応力の向上が求められるとともに、日頃からの感染対策支援の重要性が再認識さ

れた。このため、介護現場で必要な感染症の知識や対応方法等、介護現場における

感染症への対応力の向上を目的として、「介護現場における感染対策の手引き」等

をとりまとめたところであり、広く周知されたい。 

・介護現場における感染対策の手引き：第Ⅰ章総論、第Ⅱ章新型コロナウイルス感染症、第Ⅲ

章感染症各論、第Ⅳ章参考の４部構成 

＜掲載＞厚生労働省ホームページ「介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等ま

とめページ」  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha

/taisakumatome_13635.html 

 

ア インフルエンザについては毎年冬期に流行を繰り返し、一般的に若年層と比

較し感染症に対する抵抗力が低いといわれる高齢者が集団で生活する場である

介護施設等では、集団感染の発生のおそれがあり、十分な注意が必要である。 

 都道府県等におかれては、社会福祉施設等へ必要な情報を適宜提供するととも

に、令和２年 12 月３日付け「社会福祉施設等における今冬のインフルエンザ総

合対策の推進について」（厚生労働省子ども家庭局総務課、社会・援護局福祉基

盤課、社会・援護局障害保健福祉部企画課、老健局総務課連名通知）等を参考に、

衛生部局、保健所及び市町村とも連携しつつ、適切な対応をお願いしたい。 

（参考） 

・厚生労働省ホームページ「令和２年度 今冬のインフルエンザ総合対策について」 

  https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/influenza/index.html 

・インフルエンザＱ＆Ａ（令和２年度） 

    https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html 

・インフルエンザ施設内感染予防の手引き 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/dl/tebiki25.pdf 

 

イ ノロウイルスによる感染性胃腸炎対策については、介護保険施設等における

集団感染が発生しており、適切な予防対策を講じることが極めて重要であるこ

とから、以下の通知を参考に衛生主管部局、保健所及び市町村とも連携しつつ、

介護保険施設等に対し適切な予防対策を講ずるよう指導の徹底をお願いしたい。 

（参考） 

・「ノロウイルスの感染症・食中毒予防対策について」(令和２年 12 月 10 日付厚生労働省健康

局結核感染症課、医薬・生活衛生局食品監視安全課事務連絡) 
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・「社会福祉施設等におけるノロウイルスの感染症・食中毒予防対策について」（令和２年 12 月

14 日付厚生労働省子ども家庭局総務課、社会・援護局福祉基盤課、社会・援護局障害保健福

祉部企画課、老健局総務課事務連絡） 

・「社会福祉施設、介護保険施設等におけるノロウイルスによる感染性胃腸炎の発生・まん延防

止策の一層の徹底について」（平成 19 年 12 月 26 日付雇児総発第 1226001 号、社援基発第

1226001 号、障企発第 1226001 号、老計発第 1226001 号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局総

務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部企画課長、老健局計画課長

連名通知） 

・ノロウイルスに関するＱ＆Ａ(最終改訂：平成 30 年 5 月 31 日) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/ka

nren/yobou/040204-1.html 

 

ウ その他、多数の高齢者が利用する介護保険施設等においては、感染症が集団

発生しやすいことから、衛生主管部局と連携の上、衛生管理の徹底と感染症の発

生及びまん延の防止のために適切な措置が講じられるよう留意するとともに、

施設内で感染症等が発生した場合の報告については、「厚生労働大臣が定める感

染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」（平成 18 年３月 31

日付厚生労働省告示第 268 号）に基づき、適切な対応を徹底願いたい。 

 

 

なお、新型コロナウイルス感染症対策については、本会議資料中に別途まとめ

られているので、そちらを参照されたい。 
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（６）介護施設等における身元保証人等の取扱について 

介護施設等における身元保証人等に求める役割等の実態については、平成 29 年度

厚生労働省老人保健健康増進等事業「介護施設等における身元保証人等に関する調査

研究事業」において、実態を調査した報告書が公表されている。 

当該調査結果を踏まえて、平成 30 年８月に、各都道府県に「市町村や地域包括支

援センターにおける身元保証等高齢者サポート事業に関する相談への対応について」

（平成 30 年８月 30 日付け老高発 0830 第１号・老振発 0830 第２ 号通知）を発出し

たところ。 

平成 30 年３月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議等でも周知したとこ

ろであるが、介護施設等に関する法令上は身元保証人等を求める規定はない。 

また、各施設の基準省令において、正当な理由なくサービスの提供を拒否するこ

とはできないこととされており、入院・入所希望者に身元保証人等がいないことは、

サービス提供を拒否する正当な理由には該当しない。 

介護施設等に対する指導・監督権限を持つ都道府県等におかれては、管内の介護

施設等が、身元保証人等がいないことのみを理由に入所を拒むことや退所を求めると

いった不適切な取扱を行うことのないよう、適切に指導・監督を行っていただきた

い。 

 

【参考】 

○ 平成 29 年度厚生労働省老人保健健康増進等事業「介護施設等における身元保証人等に関する調査研究

事業」報告書 

※https://www.mizuho-ir.co.jp/case/research/mhlw_kaigo2018.html 

 

○「市町村や地域包括支援センターにおける身元保証等高齢者サポート事業に関する相談への対応につい

て」（平成 30 年８月 30 日付け老高発 0830 第１号・老振発 0830 第２号通知） 
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２．介護施設等における防災・減災対策の推進について 

 

（１）令和２年７月豪雨災害を踏まえた高齢者福祉施設の避難確保に関する検討会 

 

○ 令和２年７月の球磨川流域の豪雨災害において熊本県球磨村の特別養護老人

ホーム「千寿園」で 14 名の人的被害が発生しました。これを受けて、高齢者福

祉施設の避難の実効性を確保するための方策を検討し、とりまとめるために、令

和２年 10 月７日に国土交通省と厚生労働省が共同で有識者会議を設置してお

り、年度内にとりまとめを行う予定である。 

 

○ なお、「高齢者福祉施設における避難の実効性を高める方策について（骨子）」

については、下記ホームページに掲載されているので、ご参照いただきたい。 

 

令和２年７月豪雨災害を踏まえた高齢者福祉施設の避難確保に関する検討会 

・厚生労働省 HP 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-rouken_520284_00015.html 

・国土交通省 HP 

 https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/koreisha_hinan/index.html 

 

○ また、国土交通省との連名により「社会福祉施設における避難確保計画の緊

急点検実施について（依頼）」を発出しているので、各都道府県・市区町村の福

祉部局においては、各都道府県、市区町村の水防・砂防部局、防災部局との連

携・協力・情報共有をお願いする。 

 

（２）介護施設等における防災・減災対策の推進について 

  

介護施設等の防災・減災対策の推進のため、下記のような取組を実施するとと

もに、引き続き、国土交通省をはじめとした関係省庁と連携し、施策を展開してい

くことにしているので、各都道府県・市区町村においても、介護施設等における防

災・減災対策の推進の取組をお願いする。 

 

①「介護施設等における防災リーダー養成等支援事業」の創設 

令和２年度第３次補正予算において、地域医療介護総合確保基金を活用して、「介

護施設等における防災リーダー養成等支援事業」を創設したところである。 

本事業では、都道府県において、介護職員等向けの防災研修の実施や防災に関す

る相談窓口の設置のために必要な経費に対して支援を行うことものであり、令和３

年度以降も実施する予定である。 

また、この研修や相談窓口については、令和３年度から導入予定の介護版 EMIS（イ

ーミス）や令和３年度報酬改定に伴う BCP（業務継続計画）の作成等に関する介護

施設等に対する支援としても、効果的かつ効率的であると考えられることから、本
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事業の積極的な実施をお願いしたい。 

 

○地域医療介護総合確保基金管理運営要領（抜粋） 

別記２ 介護従事者の確保に関する事業 

（26）介護施設等における防災リーダー養成等支援事業 

介護施設等における防災リーダー（介護施設等における防災対策の中心となる職員を

指し、役職等を問わない）の養成等を目的として、都道府県における介護職員等向けの

防災研修の実施や公益団体等が実施する介護職員等向けの防災研修の受講支援のほか、

都道府県における介護施設等からの防災に関する相談を受ける防災相談窓口を設置する

ために必要な経費に対して助成する。 

 

②「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」による支援（再掲） 

令和２年 12 月 11 日に閣議決定された「防災・減災、国土強靱化のための５か年

加速化対策」において、介護施設等の社会福祉施設等については、耐災害性強化対

策として、耐震化対策、ブロック塀等対策、水害対策強化対策及び非常用自家発電

設備対策に取り組むこととなっており、引き続き、本交付金による支援を行ってい

くので、積極的な活用をお願いしたい。 

 

③「令和３年度介護報酬改定」における災害対策 

介護施設等については、介護保険法等の関係法令において、非常災害対策計画の

作成及び避難訓練の実施が義務づけられているが、令和３年度介護報酬改定におけ

る「感染症や災害への対応力強化」として、 

・ 業務継続に向けた取組の強化として、感染症や災害が発生した場合であっても、

必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介

護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓

練（シミュレーション）の実施等を義務づけること（※３年の経過措置期間を

設ける） 

・ 災害への地域と連携した対応の強化として、地域との連携が不可欠であること

を踏まえ、非常災害対策（計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓

練の実施等）が求められる介護サービス事業者（通所系、短期入所系、特定、施

設系）を対象に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携

に努めなければならないこととすること 

にしているので、御了知いただきたい。 

 

④「介護版 EMIS（イーミス）」よる被災状況の集約 

○ 災害発生時における介護施設等の被災状況については、「災害発生時におけ

る社会福祉施設等の被災状況の把握等について」（平成 29 年２月 20 日付け雇児

発 0220 第２号、社援発 0220 第１号、障発 0220 第１号、老発 0220 第１号）に

基づき、各都道府県等から情報提供を受け、災害情報取りまとめ報の作成、停

電施設への電源車の手配などの必要な支援策の検討等に活用しているところで

あるが、大規模災害の際には、 
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・ 地方自治体自体が被災し、情報収集・伝達が困難になったこと 

・ 避難所の支援等に地方自治体職員のマンパワーが割かれ、情報収集・伝達

が遅れたこと 

等の課題が表面化したところである。 

 

○ このため、災害時に、介護施設・事業所の被災状況、稼働状況など災害に関

わる情報を国と地方自治体で共有し、被災施設・事業所への迅速かつ適切な支

援（停電施設への電源車の手配など）を行うため、災害時の被災状況に係る各

種情報を集約するシステムを構築（既存の介護サービス情報公表システムを改

修）することにしている。 

なお、運用に当たっては、 

・ 既存の情報公表システムに登録されている介護施設・事業所の連絡用メー

ルアドレスの更新又は登録 

・ 既存の情報公表システムに登録されていない介護施設・事業所※の基本情報

の新規登録 

※ 前年度にサービスの対価として支払を受けた金額が 100 万円以下の介護施設・事業所

や有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、生活支援ハウス等 

等の手続が必要になり、今後の作業内容・スケジュール等の詳細については、

追って示すこととしているが、協力をお願いしたい。 

また、管内介護施設・事業所、自治体等と協力し、当該システムの積極的な活

用をお願いしたい。 

（スケジュール（予定）） 

令和３年３月 システムの構築 

令和３年６月 既存の情報公表システムの対象外施設も含めたシステムの本格 

稼働 

 

⑤「高齢者施設における非常災害対策の在り方に関する研究事業」の実施 

令和２年度老人保健健康増進等事業で「高齢者施設における非常災害対策の在り

方に関する研究事業」（実施主体：一般財団法人 日本総合研究所）を実施してい

るので、御了知いただきたい。 

 

（事業概要） 

近年、頻発・激甚化する自然災害において、高齢者施設が被害を受けることも多いことか

ら、過去の高齢者施設における災害発生時の対応の事例を収集し、研究を行った上で、高齢

者施設における非常災害対策の在り方について検討し、 

・ 非常災害対策計画のひな形の作成 

・ 災害に応じた避難の在り方の整理 

・ 高齢者施設において、災害に備えて対応すべき事項の整理 

等を行うこととする。 
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３．有料老人ホーム等の適切な整備及び運営の推進について 

 

（１）介護保険法等の改正について 

令和３年４月１日から施行される介護保険法等の改正において、有料老人ホーム

及びサービス付き高齢者向け住宅に関しては、以下の見直しが行われるところ。 

   ○介護保険事業（支援）計画の作成にあたって、将来の介護保険施設等の必要定員

総数等を見込む際の参考とするよう、住宅型有料老人ホームやサービス付き高

齢者向け住宅の入居定員総数について記載するよう努めることとする。（介護保

険法） 

   ○上記に伴い、市町村において有料老人ホームの設置状況を把握できるようにする

ため、また、有料老人ホームの指導等にあたって、都道府県と市町村でより一

層連携していただくため、都道府県は有料老人ホームの届出がされたときは、

その旨を、市町村に通知しなければならないこととする。（老人福祉法） 

   ○市町村は未届けの有料老人ホームを発見したときは、その旨を、都道府県に通知

するよう努めるものとする。（老人福祉法） 

このため、都道府県と市町村において密に情報共有を行い、有料老人ホーム等の

設置状況を適切に把握し、計画に反映させるとともに、未届の有料老人ホーム等、老

人福祉法等の規定に違反する施設の早期発見及び適切な指導の実施を徹底していただ

きたい。 

この他、第三者である外部の目を入れる取組を推進するため、令和２年度より、

介護サービス相談員の派遣先として有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅

を追加しており、有料老人ホーム等における介護サービス相談員の受入促進に向けた

働きかけをお願いしたい。（詳細は「７．介護サービス相談員制度の推進について」

を参照） 

また、令和３年４月以降、介護サービス情報公表制度において、有料老人ホーム

に関する情報を追加することを予定しており、これに伴い必要となる作業等について

は、後日、別途ご連絡する予定である。 

 

（２）有料老人ホームに対する指導の徹底について 

未届の有料老人ホームや前払金の保全措置を講じていない有料老人ホーム等、老

人福祉法等の規定に違反する施設が存在しており、入居者保護の観点から、引き続き
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有料老人ホームに対する必要な指導の徹底をお願いしたい。 

特に、前払金の保全措置については、前払金の保全措置を講じる義務のかかる平

成 18 年４月１日以降に設置されたホームにおいて、未だに保全措置を講じていない

場合の指導の徹底はもちろんのこと、「有料老人ホームにおける前払金の保全措置の

徹底について」（令和２年 12 月 25 日付事務連絡）においてお伝えした通り、令和３

年４月１日以降は、平成 18 年３月 31 日以前に設置されたホームにおいても、新たに

入居される方には前払金の保全措置の義務がかかるため、遺漏無きようご対応いただ

きたい。 

さらに、従来お願いしているところであるが、有料老人ホームの届出の手続につ

いては、必要に応じて都道府県等が迅速かつ適切に関与できる前提として義務づけて

いるものであることから、関係部局との連携等を通じ、十分な実態把握に努めるとと

もに、届出促進に向けた取組の徹底をお願いしたい。 

   なお、全国有料老人ホーム協会において作成されている「有料老人ホーム指導監督

の手引き」について、令和２年３月に、指導や事故対応等の事例の充実を図った増補

版が作成されているので、適宜活用いただきたい。 

 

（３）有料老人ホーム等における事故の情報提供のお願いについて（再周知） 

有料老人ホーム等における事故に関しては、「有料老人ホーム等における事故の情

報提供のお願いについて」（平成 24 年 5 月 25 日付事務連絡）において、設置者に対

する事故原因の調査及び再発防止策の策定に係る指導の徹底並びに再発防止策の実施

状況の確認をお願いするとともに、設置者から入居者に対する処遇に係る事故報告が

あった場合には、すみやかな高齢者支援課への情報提供をお願いしているところであ

る。 

これまでも累次にわたってお願いしてきているところであるが、引き続きご協力

いただくよう改めてお願いする。 

 

（４）住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅における過剰なサービス提供

について 

   平成 30 年度より「高齢者向け集合住宅関連事業所指導強化推進事業」を実施し、

指導の強化を図っているところであるが、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢

者向け住宅において、併設する介護事業所等から利用者のニーズを超えた過剰な介護
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サービスを提供している場合があるのではないかとの指摘が国会や財政制度等審議会

等においてなされているところ。 

このため、介護給付費分科会の審議報告においても、サービス付き高齢者向け住

宅等における家賃の確認や利用者のケアプランの確認を行うことなどを通じて、介護

保険サービスが入居者の自立支援等につながっているかの観点も考慮しながら、指導

監督権限を持つ自治体による更なる指導の徹底を図る等とされたところであり、各自

治体においては、住宅部局とも連携し、家賃や管理費等を不当に下げていないか確認

すること等を通じて、利用者のニーズを超えた過剰な介護保険サービスを提供してい

る場合に対する指導の強化を図っていただきたい。 

   また、インセンティブ交付金においても、家賃や介護保険外のサービス提供費用の

確認等を行い、不適切な介護保険サービスの提供の可能性がある場合は、利用者のケ

アプランの確認等を行い、必要な指導や都道府県への情報提供を行った場合に加点対

象としているところ。 

 

（５）有料老人ホームにおける文書負担の軽減について 

有料老人ホームにおける文書負担軽減の観点から、老人福祉法施行規則を改正

し、令和３年４月より、有料老人ホームの設置の届出時や変更届出時に必要な書類の

一部削減を行うこととしている。 

各自治体においても、独自に書類の提出を求めている場合など、文書負担の軽減

が可能な部分がないか検討いただきたい。 

 

（６）サービス付き高齢者向け住宅の登録の更新への対応について（再周知） 

サービス付き高齢者向け住宅の登録については、高齢者の居住の安定確保に関す

る法律において、５年ごとにその更新を受けることとされている。 

しかしながら、一部のサービス付き高齢者向け住宅において、登録の更新がされ

ていないものが見受けられることから、通知「サービス付き高齢者向け住宅の登録の

更新への対応について」（平成 31 年 2 月 4 日老高発 0204 第 1 号、国住心第 519 号）

を発出し、登録事業者に対する周知徹底をお願いしているところである。 

福祉担当部局におかれては、住宅部局と連携して、制度の適正かつ円滑な運用が

図られるようお願いする。 
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事 務 連 絡 

令和２年12月25日 

 

 都道府県   

各  指定都市  福祉担当部局  

    中 核 市   

 

 

厚生労働省老健局高齢者支援課 

 

 

有料老人ホームにおける前払金の保全措置の徹底について 

 

 

有料老人ホームにおける前払金の保全措置の徹底に関して、厚生労働省老健局

高齢者支援課長通知「有料老人ホームを対象とした指導の強化について（令和２年

３月30日老高発0330第１号）」等により、保全措置を講じていない義務違反の有料

老人ホームに対する厳正な指導が行われるようお願いしているところです。 

平成30年の老人福祉法の改正により、前払金の保全措置について、平成18年３月

31日以前に届出された有料老人ホームについても、まもなく、令和３年４月１日以

降の新規入居者から義務対象となります。 

このため、都道府県・指定都市・中核市におかれては、当該有料老人ホームに対

して、十分に周知を図るとともに、その対応状況を改めて細やかに把握するなど、

経過措置期間の終了後の施行に向けて遺漏なきよう対応お願いします。 

 併せて、従来保全措置を講じている有料老人ホームにおいても、新規入居者に対

しても引き続き保全措置を講じるよう、事業者に対する継続的な対応をお願いし

ます。 

 

以上 
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事 務 連 絡  

平成 24 年５月２５日 

 

  都道府県  福祉担当部 殿 

各 指定都市  住宅担当部  

中 核 市  

 

 

厚生労働省老健局高齢者支援課 

国土交通省住宅局安心居住推進課 

 

 

有料老人ホーム等における事故の情報提供のお願いについて 

 

 

平成 24 年３月、茨城県内の有料老人ホームにおいて、入居者の方が、亡くなってから相

当の期間が経過してから発見されたという案件があったことは誠に遺憾です。 

今般、この案件については、当該有料老人ホームの設置者において、原因の究明と再発

防止に係る取組みが検討され、その結果について、茨城県を通じて厚生労働省まで情報提

供がありました。（別紙参照） 

有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅（以下「有料老人ホーム等」という。）

の入居者の心身の健康を保持し、その生活の安定を図る観点から、貴管内における有料老

人ホーム等の運営者に対して、別紙の内容を参考に、事故原因の調査と再発防止策の策定

について、指導の徹底をお願いいたします。また、再発防止策が適切に実施されているか

どうかについても確認するよう、お願いいたします。 

また、事故が発生した有料老人ホーム等については、今後、下記のとおり、情報提供に

ついて御協力くださいますよう、お願いいたします。 

 

記 

 

１．有料老人ホーム 

イ 情報提供体制の整備 

有料老人ホームの設置運営については、「有料老人ホーム設置運営標準指導指針（平

成 14 年 7 月 18 日付け老発第 0718003 号。以下「指針」という。）」において、その指

導上の留意点を示しているところですが、当該指針に関しては、平成 24 年 3 月 16 日

付け老発 0316 第１号により一部改正を行い、有料老人ホーム設置者に対する事故発生

の防止及び発生時の対応に係る規定を追加したところです。 

当該改正の趣旨を鑑み、貴団体に対して有料老人ホーム設置者から、入居者に対す
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る処遇に係る事故報告があった場合には、すみやかに厚生労働省老健局高齢者支援課

まで情報提供をお願いいたします。 

なお、入居者に対する処遇に係る事故としては、入居者の生命・財産等が脅かされ

る事例として、以下のような事案が想定されます。 

・入居者の死亡事故（死亡後に相当期間の放置がなされた場合を含む。） 

・入居者に対する虐待 

・有料老人ホーム設置者による入居者の財産侵害（職員による窃盗等） 

・有料老人ホームにおける火災事故 

・地震等の自然災害による有料老人ホームの滅失・損傷 

 

ロ 情報提供の内容 

① 事故の発生時点 

・事故の発生日 

・事故が発生した有料老人ホームの名称、住所、届出の有無 

・当該有料老人ホーム設置者の名称 

・事故の概要 

 

② 事故後の再発防止策の策定時点 

・事故の原因に係る調査結果 

・当該調査結果を受けて行う再発防止策の内容 

 

ハ 連絡先（厚生労働省） 

・厚生労働省 老健局 高齢者支援課 山口・小林 

電話番号：03-5253-1111（内線 3981） 03-3595-2888【夜間直通】 

FAX 番号：03-3595-3670 

 

 

２．サービス付き高齢者向け住宅 

イ 情報提供体制の整備 

サービス付き高齢者向け住宅において事故が発生した場合についても、有料老人ホ

ームと同様に、情報提供をお願いいたします。なお、サービス付き高齢者向け住宅に

ついては、厚生労働省と国土交通省の共管となっておりますので、両省に情報提供を

お願いいたします。 

 

ロ 連絡先（厚生労働省・国土交通省） 

・厚生労働省 老健局 高齢者支援課 山口・小林 

電話番号：03-5253-1111（内線 3981） 03-3595-2888【夜間直通】 

FAX 番号：03-3595-3670 
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・国土交通省 住宅局 安心居住推進課 高齢者住宅企画係 細萱・原口 

電話番号：03-5253-8111（内線 39855） 03-5253-8952【夜間直通】 

FAX 番号：03-5253-8140 

 

 

 

 

 

 

  

【連絡先】 

厚生労働省 老健局 高齢者支援課 山口・小林 

電話番号：03-5253-1111（内線 3981） 03-3595-2888【夜間直通】 

国土交通省 住宅局 安心居住推進課 高齢者住宅企画係 細萱・原口 

電話番号：03-5253-8111（内線 39855） 03-5253-8952【夜間直通】 
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別紙 

 

茨城県内の有料老人ホームにおける事故及び再発防止について 

１．事案の概要 

・平成 24 年 3 月 24 日、入居者と電話連絡がとれなかった親族からの依頼を受けて、

当該有料老人ホーム設置者の職員が室内を確認し、死亡している当該入居者を発見。 

・医師による検案では、死因は急性心不全と推定。 

・新聞受けに残されていた新聞の日付より、3 月 17 日を死亡日と推定。 

 

２．事案の原因 

・入居者より「自立した生活をしたいので、干渉してほしくない」という要望があり、

以下のような状況となっていた結果、当該入居者と職員及び他の入居者との関わり

が薄くなっていたことが原因と考えられる。 

イ 独立した専用玄関を有する居室で生活していたこと 

ロ 食事、居室清掃・洗濯等の日常家事を入居者自身が行っていたこと 

 

３．再発防止策 

イ 入居契約等における取組み 

・自立の入居希望者に対して、入居者のプライバシーを尊重しつつ最低限度の安否

確認及び見守りを行うことを条件に入居契約を締結する。 

・入居者から、入居後に安否確認等を拒否されるようになった場合は、入居者本人

及び身元引受人と具体的な対応方法を協議する。 

ロ 見守り体制の強化 

・健康管理、食事、施設内のレクレーションの際に、入居者の様子を観察する。 

・一定時間人の動きがないと通報される生活リズムセンサーを居室のドア、トイレ

等に設置する。特に、今回の事故が起きた居室は専用玄関を有しているため、今

後の入居契約においては、職員による定期的な安否確認や状況確認の受け入れを

契約上で義務付ける。 

・入居者のプライバシーを重視しつつ、入居者の日常的な行動（声の張り、歩行時

の足取り、食事の食べ残し等）から得られた情報を職員が相互に共有することで、

入居者の心身に係る状態を適時把握し、適切な施設サービス提供のアセスメント

として取り入れる。 

ハ リスクマネジメントの強化 

・今回の事故を教訓に、職員の教育に努め、施設サービスの向上を図る。 

・地方公共団体や、全国有料老人ホーム協会への報告を徹底し、指導・助言を真摯

に受けながら適正な運営を行う。 
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平成31年２月４日 

老高発0204第１号 

国 住 心 第 5 1 9 号 

 

各  都道府県  住宅担当部長                     

指定都市  福祉担当部長  

    中 核 市  

 

厚生労働省老健局高齢者支援課長 

 

 

国土交通省住宅局安心居住推進課長 

 

 

サービス付き高齢者向け住宅の登録の更新への対応について 

 

 

サービス付き高齢者向け住宅については、「高齢者の居住の安定確保に関する法

律」（平成13年法律第26号。以下「法」という。）に基づき、平成23年10月から約７

年にわたり供給されてきており、「サービス付き高齢者向け住宅事業の登録の更新

に係る周知徹底等について」（平成28年７月14日付け老高発0714第１号・国住心第

70号）により、登録事業者における登録の更新の申請手続について周知徹底等をお

願いしてきたところである。 

しかし、一部のサービス付き高齢者向け住宅において、登録の更新がされていな

いものなど、サービス付き高齢者向け住宅として適切に運営がなされていないお

それがあるものが見受けられる。ついては、下記の事項にご留意の上、法の適正か

つ円滑な運用が図られるようお願いする。 

 

記 

 

１．事業の登録の更新に係る周知徹底について 

事業の登録については、法第５条第２項の規定により、５年ごとにその更新を

受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うこととなり、都道府県

知事は法第13条第１項第２号の規定により登録を抹消しなければならない。ま

た、登録の効力を失った後も従前と同様に事業を続けた場合、法第14条の名称の

使用制限の規定に抵触するおそれがあるとともに、法第23条の老人福祉法（昭和

38年法律第133号）の特例の規定が適用されなくなることから、老人福祉法第29

条第1項に規定する有料老人ホームに該当するものについては、同項に基づく届
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出が必要となる。さらに、登録を要件とする国の補助金の交付を受けて整備した

サービス付き高齢者向け住宅等については、補助金の返還や税制優遇の適用要

件不適合等の事由に該当することとなる。 

ついては、かねてよりお願いしているところであるが、登録事業者における登

録の更新の申請手続に遺漏のないよう、貴管内の登録事業者に対して、より一層

の周知徹底を図られたい。 

 

２．登録の更新手続に係る速やかな処分について 

一部のサービス付き高齢者向け住宅において、登録の更新の申請があったも

のの、長期間にわたり処分がなされていないものが見受けられる。単に手続に時

間を要している場合には、速やかに登録の更新手続に係る処分を実施されたい。 

また、登録の更新に際して、登録された登録事項が事実と異なることや、登録

事業が法第７条第１項各号に掲げる基準に適合しないことが判明した場合には、

必要に応じて、法第25条に基づく指示、さらには、法第26条第２項に基づく登録

の取消しなどを活用し、更新手続が速やかに進むよう適正かつ円滑な対応をお

願いする。 

以上 
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４．高齢者の居住と生活の一体的な支援について 

 

高齢単身世帯や高齢者のみ世帯について、大家が入居制限する理由として、孤独

死などの不安等によるところが多いところであり、これらに対応するため、社会福祉

法人が不動産関係団体と連携し、高齢者の入居支援と、入居後の見守りサービスを提

供する事例等があるところ。 

このような取組を促進するため、高齢者の住まいの確保支援（住宅情報の提供・

相談対応等）や生活支援（見守り等）に係る費用については、地域支援事業交付金に

より支援できるようにするとともに、保険者機能強化推進交付金においてこのような

取組みを評価する指標を設けているところ。 

また、令和３年度政府予算案において、「高齢者住まい・生活支援伴走支援事業」

として、このような取組みの実施に至る前の検討段階において、有識者を派遣するな

どにより、実施にあたっての助言や関係者との調整等を行うことで、地方公共団体の

事業実施に結びつけていくことを目的とした事業を盛り込んでいるところ。 

この他、今年度の老健事業により、取組の好事例を取りまとめることとしてお

り、今後、その周知を行うことを予定している。 

   都道府県等におかれては、福祉部局、住宅部局等関係部局との連携を図りながら、

積極的にこのような取組みを推進していただきたい。 

 

43



44



５．介護現場革新の取組について 
 

（１）介護現場革新の取組の全国展開（都道府県等を主体としたパイロット事業の全

国展開） 

   2040 年に向けて生産年齢人口の減少と高齢化の進展に伴う介護ニーズの増大

が見込まれる中、介護現場の生産性向上を促進するため、 

・ 平成 30 年度に関係団体と厚労省との間で介護現場革新会議を開催し基本方針

（※１）をとりまとめるとともに、介護施設を対象に業務改善の取組の手順を

まとめた生産性向上ガイドラインを作成し、 

・ 令和元年度は介護現場革新会議の基本方針を踏まえた取組をモデル的に普及

するため、自治体を単位とするパイロット事業を７自治体で実施したところで

ある。 
※１ ①介護現場における業務の洗い出し、仕分け、②元気高齢者の活躍、③ロボット・

センサー・ICT の活用、④介護業界のイメージ改善等。 

 

 令和２年度においては、これまでの取組を全国に普及するため、介護現場の生

産性向上に関する全国セミナーを開催するとともに、地域医療介護総合確保基金

を活用し、都道府県等が開催する「介護現場革新会議」の取組に必要な経費の補

助（（２）参照）を可能としたところである。これらの取組については、令和３年

度も引き続き継続して実施することとしている。 

 

 また、地域の実情に応じた生産性向上の取組にきめ細かく対応するため、 

・ 介護保険事業（支援）計画の記載事項として、介護人材確保及び業務効率化

の取組を追加する介護保険法の改正や、 

・ 保険者機能強化推進交付金（インセンティブ交付金）において、介護現場革

新の取組を新たに評価 

したところである。 

   各都道府県等におかれては、地域医療介護総合確保基金を積極的に活用し、管

内関係団体や有識者等と一体となって、介護現場の業務効率化や介護業界のイメ

ージ改善などに取り組んでいただきたい。 

   令和元年度のパイロット事業の先進的な取組を生産性向上ガイドラインに反

映（改訂）することに併せて、自治体向けの手引書を作成し、介護現場の業務改

善に対する自治体の役割や先行して取り組んだ７自治体の創意工夫ある取組を

まとめている。各都道府県等におかれては、介護現場革新の積極的な取組をお願

いする。 

   なお、生産性向上ガイドライン及び自治体向けの手引書については、令和２年

度のパイロット事業の成果を踏まえて改訂を予定しているので、御了知願いたい。 

 

＜介護分野における生産性向上について（厚生労働省ホームページ）＞ 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-seisansei.html 

 

（２）テクノロジーを活用した令和３年度介護報酬改定 

   令和３年度介護報酬改定において、テクノロジーの活用により介護サービスの

質の向上及び業務効率化を推進していく観点から、実証研究の結果等も踏まえ、

以下の見直しを行うこととしているので、各都道府県におかれては、管内介護事

業所へ周知をお願いしたい。なお、夜勤職員配置加算の新設要件（0.6 人の配置

45



要件）、人員配置基準の緩和及び職員体制等を要件とする加算の緩和については、

テクノロジーを導入後、利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減する

ための委員会を設置した上で、少なくとも３か月以上試行し、安全体制やケアの

質の確保、職員の負担軽減が図られていることを当該委員会において確認した上

で届け出ることとしているので留意願いたい。 

  ・ 介護老人福祉施設及び短期入所生活介護における見守り機器を導入した場合

の夜勤職員配置加算について次の見直しを行う。 

   ① 現行の 0.9 人の配置要件について、見守り機器の導入割合を緩和（15％→

10％）する。 

② 見守り機器の全床導入やインカム等の ICT の使用、安全体制の確保や職員

の負担軽減等を要件に、新たに 0.6 人の配置要件を設ける。 

  ・ 介護老人福祉施設（従来型）における夜間の人員配置基準について、見守り

機器の全床導入やインカム等の ICT の使用、安全体制の確保や職員の負担軽減

等を要件に緩和する。 

  ・ 職員体制等を要件とする加算（日常生活継続支援加算、入居継続支援加算）

（※２）について、テクノロジーを活用した複数の機器（見守り機器、インカ

ム、記録ソフト等の ICT,移乗支援機器）を導入し、利用者のケアのアセスメン

ト評価や人員体制の見直しを PDCA サイクルによって継続して行う場合は介護

福祉士の配置要件を緩和（6:1→7:1）する。 
     ※２ サービス提供体制強化加算についても、新たに設ける区分の算定にあたり、施

設系サービス及び介護付きホームに１つ以上の実施を求めるサービスの質の向上につな

がる取組の事項の１つにテクノロジーの活用を盛り込む。 

 

（３）地域医療介護総合確保基金の積極的な活用 

   介護ロボットについては、高齢者の自立の促進・介護職員の負担軽減を目的と

し、その普及を促進しているところである。その一環として、平成 27 年度から

地域医療介護総合確保基金を活用し、「介護ロボット導入支援事業」を実施して

おり、全国的には着実に補助件数が増加している一方、各都道府県の補助状況（参

考資料参照）や導入事例の周知（※）には差が見られる。 
   ※ 事業実績（補助件数のほか、導入施設での使用状況・導入効果・導入時の課題等）を

自治体のホームページで公表し、好事例の普及に努めるなど。 

 

また、介護ロボットの効果的な活用等の業務改善の取組を支援するため、令和

元年度から基金のメニュー事業の中に「介護事業所に対する業務改善支援事業」

を設け、①生産性向上ガイドラインに基づき業務改善に取組む介護事業所に対し

て、タイムスタディ調査による業務の課題分析等を支援するための経費の補助や、

②都道府県が開催する「介護現場革新会議」に要する経費や地域のモデル施設を

育成するための補助等を行っている。 

 

   さらに、令和２年度補正予算においては、介護ロボットの導入補助を累次にわ

たり拡充しており、令和３年度においても継続して実施することとしているが、

令和３年度介護報酬改定におけるテクノロジーの活用を後押しする効果もある

ので、積極的な活用をお願いしたい。 

また、各都道府県におかれては、介護ロボット導入支援と業務改善支援を効果

的に組合せて実施するなど、各事業の積極的な取組をお願いするとともに、管内

の介護施設・事業所に対して、自治体のホームページや研修会等の場を通じ、各

事業における好事例の周知をお願いしたい。 
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  （令和３年度の事業の概要） 

   ○ 介護ロボット導入支援事業 ※下線部は令和２年度３次補正予算で措置。 

導入補助額 
（１機器あたり） 

○移乗支援、入浴支援  上限 100 万円 

○上記以外       上限 30 万円 

見守りセン

サーの導入

に伴う通信

環境整備 

上限 750 万円 

（対象経費）Wi-Fi 工事、インカム、見守りセンサー等の情

報を介護記録にシステム連動させるために必要な経費（介護

記録ソフト、バイタル測定が可能なウェアラブル端末等） 

補助上限 

台数 

必要台数 

補助率 都道府県の裁量により以下のとおり設定 

○一定の要件（※）を満たす事業所  ３／４を下限に設定 

○上記以外             １／２を下限に設定 

 ※ 導入計画書において、目標とする人員配置を 

明確にした上で、見守りセンサーやインカム、介護記録

ソフト等の複数の機器を導入し、職員の負担軽減等を図

りつつ、人員体制を効率化させる場合。 

     

○ 介護事業所に対する業務改善支援事業 

 ・ タイムスタディ調査による業務の課題分析等を行うにあたり、コンサル

等の第三者が支援するために必要な経費に対して補助を行う。 

【補助額】対象経費の 1/2 以内（上限 30 万円） 

 ・ 都道府県での「介護現場革新会議」の開催にあたり必要と認められる経   

費に対して補助を行う。 

     ① 介護現場革新会議の設置に伴う必要な経費 

     ② 介護事業所の取組に必要な経費 

      （例：業務コンサルタントに係る費用や介護ロボット・ICT 機器等の  

ハードウェア・ソフトウェアの導入費用（インカム、介護記録ソフ

トウェア、Wi-Fi 工事等に係る費用を含む。） 

     ③ 都道府県等が取組む介護の魅力発信や職員の定着支援等に要する必

要な経費 

     【補助額】 

②については（１事業所あたり）対象経費の 1/2 以内（上限 500 万円）、 

      ①③については必要な経費 

 

（４）介護ロボットの開発・普及の促進 

   介護ロボットの開発・普及については、これまで介護現場のニーズをふまえた

介護ロボット開発が行われるよう、介護ロボットのニーズ・シーズ連携協調協議

会（介護現場と開発企業等の協議を通じ、着想から現場のニーズを開発内容に反

映）の設置や、開発中の試作機器に係る介護現場でのモニター調査を実施してき

たほか、介護現場での活用を促進するため、開発された機器を用いた効果的な介

護技術の構築を図るなど、開発・導入・普及・活用の各段階で必要な支援を行っ

てきたところである。 

   令和２年度においては、これまでの取組を発展的に再編し、 

① 介護ロボットに関する介護施設等からの導入相談や、開発企業等からの実証

相談へのきめ細かな対応（試用貸出や開発実証に係る補助金等の紹介等）を行
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う「相談窓口（地域拠点）」を全国 11 箇所に設置、 

② 開発実証のアドバイザリーボード兼介護現場へ導入する前の先行実証フィー

ルドとして「リビングラボネットワーク」を構築、 

③ 介護現場での効果検証を行うために協力可能な介護施設を提供する等、介護

現場での実証フィールドを整備 

することにより、介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォームを構築し

たところである。 

 令和３年度においては、上記のプラットフォームについて、相談窓口・リビン

グラボの増設を行い継続して取組むこととしており、各都道府県におかれては、

管内介護施設及び開発企業等に対して周知するとともに、必要に応じて各取組へ

の協力をお願いしたい。 

   なお、介護ロボットの開発・導入・普及・活用に関する最新の情報は、上記厚

生労働省のホームページにおいて掲載しているので、参考とされたい。 

 

＜介護ロボットの開発・普及の促進（厚生労働省ホームページ）＞ 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000209634.html 
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（参考資料）介護ロボット導入支援事業の実施状況（令和３年１月時点の暫定値） 

  
 

令和２年度
都道府県が認めた介護施設等の導入計画件数

北海道 207
青森県 15
岩手県 79
宮城県 14
秋田県 23
山形県 25
福島県 51
茨城県 40
栃木県 25
群馬県 61
埼玉県 124
千葉県 75
東京都 71

神奈川県 87
新潟県 204
富山県 －
石川県 10
福井県 45
山梨県 21
長野県 14
岐阜県 78
静岡県 57
愛知県 120
三重県 32
滋賀県 61
京都府 41
大阪府 75
兵庫県 164
奈良県 19

和歌山県 46
鳥取県 24
島根県 19
岡山県 12
広島県 58
山口県 19
徳島県 37
香川県 28
愛媛県 36
高知県 7
福岡県 103
佐賀県 34
長崎県 －
熊本県 78
大分県 38
宮崎県 95

鹿児島県 91
沖縄県 11
合計 2,574

※１施設で複数の導入計画を作成することがあり得る。
※導入計画件数のため、今後変更があり得る。
※富山県及び長崎県は、急激な需要の高まりを受け、「新型コロナ
　ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用して実施。
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６．高齢者虐待の防止等について 

 

（１）高齢者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果を踏まえた的確な検

証・分析等 

令和２年 12 月 22 日に高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に

関する法律（平成 17 年法律第 124 号。以下「法」という。）に基づく対応状況等

に関する令和元年度の調査結果を公表したところである。 

本調査結果によると、養介護施設従事者等による虐待については、相談・通報

件数は 2,267 件、虐待判断件数は 644 件となっており、いずれも過去最多、養

護者による虐待については、相談・通報件数は 34,057 件で過去最多、虐待判断

件数は16,928件で前年度からは微減したものの、高止まりの傾向が続いている。 

当該調査結果については、各都道府県に対し、都道府県・管内市町村の確定デ

ータを提供しているが、虐待の増加要因等について分析が不十分である都道府

県・市町村もあり、当該データの活用により、傾向や特徴や取組状況等を検証・

分析し、地域の実情に応じた虐待の未然防止策を講じることが重要である。 

また、事実確認を行っていない事例が多く報告されているが、法第９条第１

項及び第24条において、市町村等は高齢者虐待に係る通報等を受けたときには、

速やかに事実確認を行うこととされていることから、高齢者の生命や身体の安

全や虐待の有無を判断するために必要な情報を収集するとともに、警察 OB や専

門職を積極的に活用し、迅速かつ適切な事実確認・対応をお願いする。 

さらに、LGBT のような性的指向・性自認を理由とした虐待を受けた高齢者も

含め、老人福祉法に基づく措置入所等が必要な場合には、本人の意思や人格を

尊重し、適切な措置が講じられるよう市町村への周知をお願いする。 

とりわけ、養介護施設従事者等による虐待においては、介護保険法・老人福祉

法上の指導監督権限を有する都道府県と虐待対応を行う市町村との間で、十分

情報共有・連携を図ることが重要であり、介護施設等への改善指導（勧告）に対

する改善計画（取組）については、適宜、モニタリングを行うとともに、再発防

止に向けた改善取組を評価することが不可欠である。 

なお、令和３年４月１日より、指定居宅サービス等の事業、設備及び運営に関

する基準等の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第９号）が施行され、

全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観

点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、

研修の実施、担当者を定めることが義務付けられるので（３年の経過措置あり）、

介護サービス事業者への指導、市町村への周知徹底、助言等への対応をお願い

する。 

死亡事案については、事前に相談・通報がなく、事案の発生を警察発表や報道

等で事後に把握した場合に特段の対応を行っていない自治体もあることから、

可能な限り事実確認を行った上で虐待の有無や緊急性を判断するとともに、事

後検証を実施し、再発防止等に向けた取組を検討・実施するよう、これまでもお

願いしているところである。 
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高齢者虐待はあってはならないことであり、高齢者の尊厳を守るため、都道

府県と市町村が緊密に連携し、虐待の未然防止、早期発見や迅速かつ適切な対

応に努めていただくようお願いする。 

 

 

（２）財産上の不当取引による高齢者の被害への対応 

高齢者の財産を狙った不当な住宅改修や物品販売などの財産上の不当取引（※）

による高齢者の被害については、市町村において、法第 27 条の規定に基づき、相

談に応じ、消費生活業務の担当部署や関係機関を紹介するなど、適切な対応が図

られているところであり、都道府県には平成２７年に通知を発出し、必要に応じ

て消費者安全確保地域協議会（見守りネットワーク）等を有効活用し、関係部署・

機関の連携体制の構築に努めるよう依頼しているところである。 

都道府県においては、市町村での財産上の不当取引に係る対応について、改善

が必要と認められる場合等には、引き続き適切な支援・助言や注意喚起をお願い

する。 

 

 （※）財産上の不当取引：養護者、高齢者の親族又は養介護施設従事者等以外の者が不当に財

産上の利益を得る目的と高齢者と行う取引 

 

 

（３）高齢者権利擁護等推進事業の活用 

高齢者権利擁護等推進事業は、令和３年度に当該事業の補助対象として、死亡

等重篤事案等の虐待が発生した事案の要因分析及び相談・通報から終結までの虐

待対応を評価・検証し、再発・未然防止策の検討を行うための会議の設置に関す

る事業（市町村が同様の会議を設置する場合に都道府県が専門職をアドバイザー

として派遣する事業を含む）を新たに追加するので、市町村・都道府県における

虐待の再発防止・未然防止策に反映していただくようお願いする。 

また、令和２年度に都道府県の指導監督部局や市町村の虐待対応部局の実務者

等で構成される会議の設置を補助対象として追加し、養介護施設従事者等による

虐待における連絡・対応体制の構築や個別の虐待事案に関する定期的な情報共有

などについて、より一層の都道府県と市町村の連携強化を図っていただきたいの

で、今後の活用をお願いする。 

さらに、養護者による虐待に関しては、虐待につながる可能性があるものの、

市町村での対応が難しい事例において、市町村・介護支援専門員等と連携の下、

弁護士・社会福祉士・医師等の専門職の派遣（いわゆるアウトリーチ）に係る費

用についても、当該事業で対象としているので、本事業についても活用いただき、

管内市町村への更なる支援をお願いする。 
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７．介護サービス相談員制度の推進について 

 

介護施設等は利用者が安心して過ごせる環境である一方、閉鎖的な空間でもあり、

身体拘束等の虐待事案が発見・通報されにくい可能性がある。 

風通しの良い環境を作り出すためには、介護施設等の施設長を中心とした職員同

士の協力・連携はもとより、第三者である外部の目を積極的に導入することが効果

的である。 

具体的には、介護保険の地域支援事業の任意事業である介護サービス相談員派遣

等事業（※）の実施が考えられるが、介護サービス相談員を育成するための研修費

用が受講者や自治体等の負担となっていることなどにより、実施市町村は３割程度

に留まっているのが現状である。 

また、有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅では、外部サービスを利用

しているケースも多く、責任の所在が不明確になりがちであるとともに、介護保険

法や老人福祉法に基づく指導監督の権限が弱く、近年、死亡事案等重篤事案が発生

している。 

そのため、令和２年度に介護サービス相談員を育成しやすい環境を整備するとと

もに、介護施設等でのサービスの質を向上させる観点から、下記のように介護サー

ビス相談員制度の充実を図ったところである。。 

都道府県においては、介護サービス相談員の積極的な活用及び効果的な実施に向

けて、未実施市町村への事業効果等の周知、地域医療介護総合確保基金（介護従事

者分）における介護サービス相談員派遣等事業に係る研修費費用等のメニューの対

象化、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅での介護サービス相談

員の受入促進に向けた働きかけをお願いする。 

 

（※）介護サービス相談員派遣等事業：地域で活躍する市民ボランティア（介護相談員）が介護

サービスの現場を訪問し、利用者の疑問や不満を汲み取り、介護

サービス提供事業者にフィードバックして事業者・利用者・保険

者である市町村等の間の橋渡し役を果たし、利用者の不安解消

を図るとともに、サービスの改善に結びつけるもの 

 

 

【令和２年度主な改正内容】 

（１）派遣先として「有料老人ホーム」「サービス付き高齢者向け住宅」を追加 

これまで介護保険法上の施設・事業所のみを派遣先の対象としていたが、食事

提供サービス等を提供する住宅型有料老人ホームや安否確認・生活相談サービス

等を提供するサービス付き高齢者向け住宅を追加。 

   特に外部サービスを利用しているケースも多く、責任の所在が不明確になりが

ちであるとともに、介護保険法や老人福祉法に基づく指導監督の権限が弱い住宅

型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅での介護相談員の受入を促進。 

（２）「介護サービス相談員」への改称 
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    『介護』保険サービスを提供する施設・事業所だけでなく、介護保険外の様々

な『サービス』を提供する施設等にまで広く対象拡大するため、「介護相談員」

から「介護サービス相談員」に改称。 

（３）利用者目線の明確化 

介護サービス相談員は利用者の日常的な不平・不満等を改善することを目指す

ものであるものの、規定上は「サービスの質の向上」のみとなっていたため、「利

用者の自立した日常生活の実現」を追記。 

（４）介護サービス相談員に係る研修の整理・充実 

介護サービス相談員の質の確保や量的拡大の観点から、研修実施主体によって

研修内容・時間にバラツキのあった介護サービス相談員に係る研修を２種類に整

理し、通常の研修の他、OJT により実務経験を積むことを要件に研修時間を軽減

する制度を創設するとともに、各研修の標準的な研修カリキュラムの内容・時間

数を提示。また、定期的な更新研修の実施を促進。 

（５）介護サービス相談員に係る研修費用への助成 

地域医療介護総合確保基金（介護従事者分）において、各研修の研修費用への

助成をメニュー化。 

（６）保険者機能強化推進交付金による後押し 

   保険者機能強化推進交付金において、介護サービス相談員制度を導入する市町

村を評価。 
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８.福祉用具・住宅改修について 

 

（１）福祉用具の保険給付の適正化について 

福祉用具については、平成 30 年度介護報酬改定等により、利用者の適切な福祉

用具選定に資するよう、 

・ 国が商品ごとに貸与価格の全国的な状況を把握し、全国平均貸与価格を公

表するとともに、商品ごとに貸与価格の上限（全国平均貸与価格＋１標準偏

差）を設定 

・ 福祉用具専門相談員は、貸与しようとする商品の特徴や貸与価格に加え、

当該商品の全国平均貸与価格を利用者に説明するほか、機能や価格帯の異な

る複数の商品を利用者に提示 

する等の取組を実施しているところである。 

 福祉用具貸与の上限設定については、施行後の実態を踏まえつつ、概ね１年に

１度の頻度で見直すこととしていたが、毎年度見直しても十分な適正化効果が得

られない一方、事業所の事務負担が大きいことから、他サービスと同様、「３年に

１度の頻度」で見直すこととし、令和３年４月貸与分から適用することとしてい

る。 

各都道府県におかれては、下記を含めて管内の保険者及び福祉用具貸与事業者

等へ広く周知いただくとともに、必要に応じて介護保険法に基づく実地指導・監

査を行っていただくようお願いする。 

 

①  介護給付費明細書への商品コードの記載 

全国平均貸与価格等の公表に伴い、福祉用具貸与事業者が介護給付費請求を行

うに当たっては、「「介護給付費請求書等の記載要領について」の一部改正につい

て」（平成 29 年 10 月 19 日老高発 1019 第１号・老老発 1019 第１号）等でお知ら

せしているとおり、介護給付費明細書に TAIS コード又は福祉用具届出コード（以

下「商品コード」という。）を記載いただくこととしている。 

商品ごとに貸与価格の情報を把握するためには、商品コードを誤りなく正確に

記載いただくことが必要であることから、各保険者においても、適切な介護給付

費請求の観点から、必要に応じて記載内容を福祉用具貸与事業者に照会するなど

確認を行っていただくことが重要である。 

また、実際の商品コードについては、公益財団テクノエイド協会が付与・公表

を行っており、商品コード一覧は毎月当法人のホームページで更新されているの

で、福祉用具貸与事業者においては、確認いただくようお願いする。 

各都道府県におかれては、管内の保険者及び福祉用具貸与事業者等に対し、こ

れらの内容について周知徹底いただくようお願いする。 

 

＜商品コード一覧（公益財団法人テクノエイド協会ホームページ）＞ 

http://www.techno-aids.or.jp/tekisei/index.shtml 

 

 ② 全国平均貸与価格の公表・貸与価格の上限設定 

福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表については、「福祉用具

貸与及び介護予防福祉用具貸与の基準について」（平成 30 年 3 月 22 日老高発 0332

第１号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知）を令和２年６月 12 日に改正し、見
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直し頻度を３年に１度に改め、令和２年 10 月 30 日に令和３年４月貸与分から適

用される福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表を行ったところ

である。 

厚生労働省のホームページで全国平均貸与価格及び貸与価格の上限一覧を公表

しているので、福祉用具貸与事業者においては、随時本内容を確認いただくよう

お願いする。 

なお、次期見直しに向けて、継続的に貸与価格の実態や経営への影響等につい

て調査を実施し、必要な検討を行っていくこととしているので、あらかじめ御了

知いただきたい。 

 

 ＜全国平均貸与価格・貸与価格の上限（厚生労働省ホームページ）＞ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html 

 

（２）介護保険における福祉用具の貸与・販売種目の在り方について 

   介護保険の福祉用具については、令和２年 11 月２日の財政制度等審議会にお

ける指摘や、社会保障審議会介護給付費分科会における令和３年度介護報酬改定

の議論も踏まえ、今後、福祉用具の利用実態を把握しながら、貸与・販売種目の

在り方について検討を進めていくので、予め御了知願いたい。 

 

（３）介護保険における福祉用具の評価・検討基準の見直しについて 

   介護保険における福祉用具の対象種目については、専門的な知見に基づいた検

討を行う必要があり、「介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会」を開催し、「介

護保険制度における福祉用具の範囲の考え方」（７要件）に基づいて、種目・種

類の拡充の検討を行っている。 

   近年、通信機能等の複合機能を搭載した新たな福祉用具が開発されており、テ

クノロジーが普及する現状を踏まえた福祉用具の考え方を改めて整理するため、

令和２年７月から 10 月にかけて本検討会を開催し、介護保険の福祉用具貸与に

おける具体的かつ明確な評価・検討基準を再整理したところ。 

   今後は、再整理した評価・検討基準に基づき、少なくとも年１回、本検討会を

開催することとしているので、予め御了知願いたい。 

 

（４）ハンドル形電動車椅子を使用中の事故防止に向けた対応について 

   ハンドル形電動車椅子については、使用中の死亡・重傷事故が発生しているこ

とを踏まえ、「ハンドル形電動車椅子を使用中の事故防止に向けた対応について

（通知）」（平成 29 年３月 31 日老高発 0331 第３号）において、その使用に当た

っての具体的な留意事項等について通知したところである。 

   そのほか、ハンドル形電動車椅子が適正かつ安全に利用されるよう、リスク低

減策に関する研究事業の実施や電動車椅子の使い方手引き等の周知に努めてき

たところである。 

   令和２年度においては、老人保健健康増進等事業を活用し、ハンドル形電動車

椅子の利用安全講習会の開催や、福祉用具専門相談員が利用者に対してハンドル

形電動車椅子を貸与する際の留意事項等をまとめた安全利用に関する指導手順

書の作成等を行っているところであり、これらの事業成果について情報提供する

予定である。 
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   引き続き、同通知について今一度徹底をお願いするとともに、各都道府県にお

かれては、福祉用具貸与事業所・福祉用具専門相談員によるハンドル形電動車椅

子の貸与可否の判断、貸与にあたっての使用方法の指導・使用上の留意事項の説

明等に対する支援を行うよう、管内の保険者等への周知をお願いしたい。 

 

＜ハンドル形電動車椅子の運用に関するリスク低減策に関する研究事業＞ 

（一般社団法人日本福祉用具・生活支援用具協会ホームページ） 

http://www.jaspa.gr.jp/?p=1756 

 

＜福祉用具シリーズ Vol.13（電動三輪車四輪車使い方手引き)＞ 

（公益財団法人テクノエイド協会ホームページ） 

http://www.techno-aids.or.jp/research_report.html 

     
＜福祉用具ヒヤリ・ハット情報＞ 

（公益財団法人テクノエイド協会ホームページ） 

http://www.techno-aids.or.jp/hiyari/ 

 

＜電動車いす安全利用の手引き・電動車いす安全運転のすすめ（動画）＞ 

（電動車いす安全普及協会ホームページ） 

http://www.den-ankyo.org/guidance/safety.html 

 

（５）住宅改修について 

介護保険制度における住宅改修については、在宅介護の重視、自立支援の観点

から、利用者の日常生活を行う上で必要となる自宅の段差の解消、手すりの設置

などの改修を対象としているところである。また、福祉用具の利用と組み合わせ

ることで、自立支援に向けてより効果的な支援を行うことができるケースもあり、

利用者の居住環境整備のために重要な制度である。 

平成 30 年度には、住宅改修の内容や価格を保険者が適切に把握・確認できるよ

うにするとともに、利用者の適切な選択に資するため、事前申請時に利用者が保

険者に提出する見積書類の様式例（改修内容、材料費、施工費等の内訳が明確に

把握できるもの）を示したほか、複数の住宅改修事業者から見積もりを取るよう、

介護支援専門員が利用者に説明することとしているので、各都道府県におかれて

は、管内の保険者等に周知いただくとともに、適切な実施についてお願いする。 

 

（６）保険者機能強化推進交付金に係る評価指標（福祉用具・住宅改修）について 

保険者機能強化推進交付金は、介護保険法第 122 条の３に規定する交付金とし

て、平成 30 年度より実施しており、福祉用具・住宅改修に関しても、リハビリテ

ーション専門職、建築専門職の関与した適切な利用を推進するため、評価指標を

設けているところである。しかし、その平均得点は他の指標と比べて低く（福祉

用具：15 点満点中 4.7 点、住宅改修：15 点満点中 5.6 点）、専門職の関与が進ん

でいない状況が明らかになっている。このため、各都道府県におかれては、管内

の保険者に対し、専門職の関与による利点（利用者の身体機能・生活状況・住環

境と選定した福祉用具・住宅改修の内容の整合性がとれているか確認することが

可能であること、住宅改修においては施行水準（工事内容・価格、不要な工事の

防止等）が担保されること、利用者の状態像と合致しない福祉用具・住宅改修に
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係る給付を削減することができ、介護給付費の適正化につながること等）を周知

するとともに、専門職の派遣・紹介等を行うことにより、その取組の支援をお願

いしたい。 
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９．養護老人ホーム・軽費老人ホーム等について 

 

（１）養護老人ホーム及び軽費老人ホームの適切な運営の推進 

 

（運用全般について） 

今後、高齢化の進展に伴い、社会的孤立の問題等が顕在化し、介護ニーズや介

護以外の生活課題を抱える低所得の高齢者が増加することが見込まれる。このよ

うな状況の中、居宅での生活が困難な低所得の高齢者に対する受け皿として、措

置施設である養護老人ホームや無料又は低額な料金で入所が可能な軽費老人ホー

ムが果たすべき役割はますます重要なものになると考えている。 

養護老人ホームの措置状況を見ると、地域によっては定員に対する入所者の割

合が必ずしも高くないケースもあると承知している。各自治体においては、①入

所措置すべき者の適切な把握、②所在地以外の養護老人ホームも含めた広域的な

施設の活用、③柔軟な入所判定委員会の開催など、必要な者に対する措置制度の

適切な活用をお願いしたい。 

 

（運営費について） 

養護老人ホーム及び軽費老人ホームについては、運営費及び 30 人以上の定員

の施設に係る整備費が一般財源化されており、その役割を適切に果たしていくた

めには、地方財政による継続的な支援が不可欠であることから、単価の引上げや

加算の充実について、各自治体においては、福祉担当部局と財政担当部局との密

な連携をお願いしたい。 

併せて、令和元年 10 月の消費税率の引上げに係る地方財政措置の対応につい

ては、地方交付税において措置されていることを踏まえ、各自治体においては、

福祉担当部局と財政担当部局との密接な連携を図りつつ、「老人保護措置費支弁

基準」及び「軽費老人ホーム利用料等取扱基準」について、適切な改定をお願い

したい。（令和元年９月６日付事務連絡「消費税率の引上げに伴う「老人保護措

置費支弁基準」及び「軽費老人ホーム利用料等取扱基準」の取扱いについて」参

照） 

 

（２）養護老人ホームにおける契約入所及び公益的な取組について 

 

養護老人ホームへの入所については、令和元年７月に、居住に課題を抱える

者を対象として、空床を活用し収容の余力がある場合に限り、定員の 20 パーセ

ントの範囲内で契約による入所が可能である旨を改めて周知したところであ

る。 

また、社会福祉法では、社会福祉法人の責務として、「地域における公益的な

取組」の実施が明確化されており、主な設置主体が社会福祉法人である養護老

人ホームにおいても、「地域における公益的な取組」の促進をお願いしたところ

である。 
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養護老人ホームにおける契約入所や地域における公益的な取組について、効

果的かつ円滑に実施可能となるよう、御配慮いただきたい。 

 

（３）養護老人ホームにおける身元保証について 

 

養護老人ホームについては、老人福祉法第 20 条第２項において、「入所の委

託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない」とされ

ており、介護保険施設と同様に※、身元保証人等がいないことは、拒否する正当

な理由には該当しないので、改めて、御了知いただきたい。 

また、同様に、市区町村における老人福祉法に基づく養護老人ホームへの入

所の措置についても、身元保証人等がいないことを理由に措置を行わないこと

は不適当であるので、改めて、御了知いただきたい。 

 

○老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）（抄） 

（措置の受託義務） 

第二十条 老人居宅生活支援事業を行う者並びに老人デイサービスセンター及び老人短期入

所施設の設置者は、第十条の四第一項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がな

い限り、これを拒んではならない。 

２ 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設置者は、第十一条の規定による入所の委託

を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 

 

※「市町村や地域包括支援センターにおける身元保証等高齢者サポート事業に関する相談への対

応について」（平成 30 年８月 30 日老高発 0830 第１号・老振発 0830 第２号） 

 

（４）地域共生社会における養護老人ホーム及び軽費老人ホームについて 

 

令和２年度老人保健健康増進等事業で「地域共生社会の実現に向けた養護老

人ホーム及び軽費老人ホームのあり方に関する調査研究事業」（実施主体：公益

社団法人 全国老人福祉施設協議会）を実施しており、当該事業を通じて、地

域共生社会の実現に向けた取組に関する手引き（養護老人ホーム編、軽費老人

ホーム・ケアハウス編）を作成し、全都道府県・市町村に配布される予定であ

るので、改めて、養護老人ホーム及び軽費老人ホームの役割等を御理解の上、

地域共生社会における養護老人ホーム及び軽費老人ホームの取組を推進してい

ただきたい。 

 

（５）令和３年度介護報酬改定を踏まえた養護老人ホーム・軽費老人ホームの見直し

事項について 

 

令和３年度介護報酬改定を踏まえて、養護老人ホーム及び軽費老人ホームにお

いて、以下の事項の見直しを行うので、御了知願いたい。 

なお、詳細については、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に
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関する基準等の一部を改正する省令」（令和３年厚生労働省令第９号）第７条、

第 12 条等を御確認いただきたい。 

 

感染症や災害への対応力強化 

○日頃からの備えと業務継続に向けた取組の推進 

・感染症対策の強化 

・業務継続に向けた取組の強化 

・災害への地域と連携した対応の強化 

 

地域包括ケアシステムの推進 

○認知症への対応力向上に向けた取組の推進 

・無資格者への認知症介護基礎研修受講義務づけ 

 

介護人材の確保・介護現場の革新 

○介護職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた取組の推進 

・ハラスメント対策の強化 

○文書負担軽減や手続きの効率化による介護現場の業務負担軽減の推進 

・署名・押印の見直し 

・電磁的記録による保存等 

・運営規程の掲示の柔軟化 

 

その他の事項 

・リスクマネジメントの強化 ※減算はなし 

・高齢者虐待防止の推進 

 

（６）特別養護老人ホーム等における福祉サービス第三者評価事業の推進について 

 

「福祉サービス第三者評価事業」の推進については、これまでも、特別養護老

人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム等の受審率の引上げを目指すため、

「前年度以上の受審率」の目標を掲げるとともに、管内の介護施設等に対して本

事業の積極的な受審を促していただくようお願いしてきたところである。 

一方で、国民のより質の高い介護サービスの選択を支援するなどの観点から、

規制改革実施計画（平成 29 年６月９日閣議決定）において、 

・受審促進に向けた数値目標の設定 

・受審に係るインセンティブの強化 

・第三者評価の利用者選択情報としての位置づけ強化 

等について、取り組むべきことが指摘されたことを踏まえ、平成 30 年３月に「福

祉サービス第三者評価事業に関する指針」等の改正を行うとともに、介護サービ

ス情報公表システムにおいて、事業者の同意に基づき、「総評」や「第三者評価結

果に対する事業者のコメント」といった評価結果を掲載するためのシステム改修

を行ったところである。 
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社会福祉法第 78 条第 1 項では、「社会福祉事業の経営者は、自らその提供する

サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サー

ビスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努

めなければならない」とされていることから、サービスの質の向上に結びつける

ためにも、管内社会福祉施設等に対し、積極的な受審を促していただきたい。 

 

○施設・サービス別の受審数・受審率と累計 

主な施設・サービス種別 
令和元年度 

受審数 

全国施設数 

※ 
受審率 

令和元年度迄の 

累計受審数 

特別養護老人ホーム 504 7,891 6.39% 6,869 

養護老人ホーム 36 959 3.75% 617 

軽費老人ホーム 39 2,302 1.69% 497 

訪問介護 73 35,311 0.21% 1,279 

通所介護 176 23,597 0.75% 3,181 

小規模多機能居宅介護 52 5,342 0.97% 963 

認知症対応型共同生活介護 468 13,346 3.51% 5,628 

※ 全国施設数は、「平成 29 年社会福祉施設等調査報告」（平成 29 年 10 月 1 日現在）、「平成

29 年介護サービス施設・事業所調査」（平成 29 年 10 月 1 日現在） 
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10．介護施設等における防護具等の供給・備蓄について 

 

（１） 介護施設等における防護具等の確保についての考え方 

 介護施設等における新型コロナウイルス感染症対策として必要な防護具等と

しては、マスク、使い捨て手袋のほか、濃厚接触者のケアの際等、必要に応じ

て、フェイスシールド、ガウン、ゴーグル等を適切に組み合わせていただくこ

とが必要となる（「介護現場における感染対策の手引き（第２版）

（https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000678253.pdf）」もご参照）。 

 これらの防護具等については、まずは各介護施設等において確保いただくこ

とが必要であり、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（令和２年度

第２次補正予算）」等により、介護施設等が事業を行う上で必要な防護具等を購

入する場合の費用を補助しているところである。また、感染発生時については、

令和３年度予算（案）から地域医療介護総合確保基金に創設される「新型コロ

ナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確

保事業」により支援することとしている。更に令和３年度介護報酬改定では、

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全てのサー

ビスについて、令和３年４月から９月末までの間、基本報酬に 0.1%上乗せする

こととしており、当該上乗せ分を購入費用に活用いただくことも可能である。 

 

（２） 都道府県等における防護具等の供給・備蓄 

① 感染が発生した社会福祉施設等に対する防護具等の国からの支援 

新型コロナウイルス感染症対策として、各都道府県等民生主管部局等におい

て、防護具等の備蓄を行い、介護施設等での感染が発生した際、速やかに供給

を行っていただく必要がある。そこで、国において、以下の種類・数量の防護

具等を都道府県・指定都市・中核市に配布を行っていることから、感染が発生

した際には、直接持ち込むことも含め、迅速にこれらの防護具等を供給いただ

きたい。 

 なお、これらの防護具等は、感染発生時に使用するものであることから、速

やかに社会福祉施設等に供給することが重要なものであり、その観点から、各

都道府県等の中で、振興局などの出先機関に分けて備蓄することも考えられる。 

 

○ 配布状況 

（６月末から７月に配布） 

・ サージカルマスク（約 50 万枚） 

・ ガウン（約 50 万枚） 

・ フェイスシールド（約 50 万枚） 

・ 使い捨て手袋（約 330 万ペア） 

（９月中旬から 12 月に配布） 

・ ゴーグル（約 50 万個） 

・ ヘッドキャップ（約 100 万枚） 

・ 使い捨て手袋（約 570 万ペア） 

 

※ さらに不足が生じる場合等、都道府県等からの要望に応じて国から追加送

付を行っている。（令和３年度においても継続予定） 
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都道府県等が社会福祉施設等へこれらの防護具等を供給した実績について、

供給を行ったらその都度、既にお示ししている様式に記載の上、報告をお願い

したい。 

 

②  全ての社会福祉施設等への使い捨てマスクの国からの支援 

また、一般的な感染拡大防止の観点から、全ての社会福祉施設等向けに、以

下の数量の使い捨てマスクを都道府県・指定都市・中核市に配布を行い、適切

な備蓄や社会福祉施設等への配布をお願いしている。各都道府県等において適

切な備蓄や市町村や社会福祉施設等への配布をお願いしたい。 

 

○ 配布状況 

（６月末から７月に配布） 

・ 約４，０００万枚 

（９月末から 11 月に配布） 

・ 約５，０００万枚 

※ 12 月から年度内にかけて毎月約３，０００万枚の規模で配布中 

令和３年度においては、新型コロナウイルス感染症の流行状況を考慮しつ

つ、一般的な感染症流行期（秋季・冬季）に配布予定 

 

なお、都道府県等が社会福祉施設等へ衛生・防護用品を配布した実績につい

て、既にお示ししている様式に記載の上、供給月の翌月 15 日頃までに送付をお

願いしたい。 

 

③ 使い捨て手袋の使用を必須とする排泄介助等のサービスを日常的に提供す

る社会福祉施設等への国からの支援 

さらに、世界的な需給状況の逼迫等により地域によっては入手困難な使い捨

て手袋について、今後のサービス提供に支障を及ぼさないよう、以下の数量の

使い捨て手袋を都道府県・指定都市・中核市に配布を行い、適切な備蓄や社会

福祉施設等への配布をお願いしている。 

○ 配布状況 

（10 月末から１月に配布） 

・ 約１億２，４００万ペア 

※ 入手困難な地域を優先に配布。一定数量を配布予定。 

  令和３年度においても、使い捨て手袋の需給状況を勘案しつつ、入手困

難な地域に毎月配布予定 

 

なお、都道府県等が社会福祉施設等へ衛生・防護用品を配布した実績につい

て、既にお示ししている様式に記載の上、供給月の翌月 15 日頃までに送付をお

願いしたい。 
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（参考）関連事務連絡 

・「新型コロナウイルス感染症に関連した感染症拡大防止のための衛生・防護用品

の都道府県等における備蓄の推奨と体制整備について」（令和２年５月 29 日付

け厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか連名事務連絡） 

・「新型コロナウイルス感染症に関連した感染症拡大防止のための衛生・防護用品

の都道府県等への配布について」（令和２年６月 12 日付け厚生労働省子ども家

庭局総務課少子化総合対策室ほか連名事務連絡） 

・「新型コロナウイルス感染症に関連した感染症拡大防止のための衛生・防護用品

（使い捨て手袋）の都道府県等への配布について」（令和２年９月 29 日付け厚

生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか連名事務連絡） 
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事 務 連 絡 

令和２年５月 29 日 

 

  都道府県 

各 指定都市 民生主管部（局） 御中 

  中 核 市 

 

 

厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室 

厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 保 育 課 

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 

厚生労働省子ども家庭局子育て支援課 

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 保 護 課 

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課  

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室  

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課  

厚 生 労 働 省 老 健 局 振 興 課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に関連した感染症拡大防止のための 

衛生・防護用品の都道府県等における備蓄の推奨と体制整備について 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症への対応に多大な御協力を賜り厚く御礼申し上げま

す。 

 

感染が発生した際の社会福祉施設等に対する物資の供給については、「新型コロ

ナウイルス感染症に関連した感染症拡大防止のための衛生・防護用品の備蓄と社

会福祉施設等に対する供給について」（令和２年４月７日付け厚生労働省医政局経

済課ほか連名事務連絡）の中で、衛生部局と民生主管部局が連携の上、防護具等

を確保した上で、社会福祉施設等で感染が発生した場合については、民生主管部

局が当該施設に対し、防護具等の速やかな放出を行うよう依頼しているところで

す。 

感染が発生した際の社会福祉施設等については、緊急事態であり、それ以上の

感染拡大を防ぐ観点から、当該施設等に対して一刻も早い物資の供給が必要で

す。 

 

また、感染が発生していない社会福祉施設等についても、必要なマスク等の防

護具や手指消毒用エタノール等（以下「防護具等」という。）を確保し、それらを

適切に用いながら適切にサービスを提供することが重要です。 
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一方で、これらの防護具等の中には、国内需給が逼迫している品目もあり、そ

れぞれの社会福祉施設等では確保が難しい場合もあります。 

 

このため、社会福祉施設等が安心してサービスを提供できるよう、下記の通り

厚生労働省から都道府県等（政令市・中核市含む。以下同じ）の民生主管部局に

対して、防護具等の供給を行うことにいたしました。 

防護具等の供給を行うに当たっては、都道府県等で予めご準備いただきたい事

項などがあることから、都道府県等における防護具等の確保・備蓄とその適切な

供給・放出に関して対応いただきたい点について、下記のように留意事項をまと

めましたので、都道府県等におかれては適切にお取り計らいいただきますようお

願いいたします。 

 

 

記 

 

 

１ 感染が発生した社会福祉施設等に対する防護具等の支援について 

（１）基本的考え方 

現在、社会福祉施設等において新型コロナウイルスの感染者が発生した場合

の都道府県等の対応については、「新型コロナウイルス感染症に関連した感染症

拡大防止のための衛生・防護用品の備蓄と社会福祉施設等に対する供給につい

て」（令和２年４月 7日付け医政局経済課ほか連名事務連絡）において、 

①  民生主管部局内においても必要な防護具等の備蓄の確保に努めることとし

た上で、 

②  当該防護具等について確保できない場合については、衛生部局に伝達し、

協力を要請することとし、 

③  その上で、社会福祉施設等で感染が発生した場合については、民生主管部

局が当該施設に対し、防護具等の速やかな放出を行うよう依頼している 

ところです。 

 

一方で、②のように、部局間の調整を挟んで物資の確保を行うことは、緊急

時に速やかな放出を行う観点で言えば、調整に時間がかかることも考えられる

ことから、民生主管部局においても必要な防護具等を確保しておくことが必要

と考えられます。 

 

（２）検討・準備いただきたい点について 

○ （１）での考え方を踏まえ、現在、国から都道府県等の民生主管部局に対

し、感染が発生した社会福祉施設等において必要となる防護具等として、サ

ージカルマスク、アイソレーションガウン、フェイスシールドの配布を検討

しています。（サージカルマスク、アイソレーションガウン、フェイスシー

ルドそれぞれを約１００万程度国で購入し、人口比で配分し配布予定。これ

らの防護具等は必ずしも一括で配送になるとは限りません。６月下旬以降配

送予定。詳細は追ってお知らせします。） 

 

○  配布に当たっては、基本的に緊急事態に向けて都道府県等で備蓄いただく

ことを想定していますので、備蓄しておく場所（倉庫）や都道府県等の内部

での防護具等の管理体制を整備していただくようお願いします。 
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○  なお、感染者が発生した社会福祉施設等に対する支援を想定した配布数と

なりますので、社会福祉施設等ごとの備蓄やすべての市町村での備蓄は想定

していませんが、都道府県等の中でより迅速に緊急時の社会福祉施設等に防

護具等が配送することができるよう、例えば、各都道府県等の中で、振興局

などの出先機関に分けて備蓄することも検討いただければと思います。 

 

○ 今回の国から配布することを想定している防護具等の対象サービスは、高

齢者・障害児者・児童・生活困窮者向けの福祉施策のうち、入所施設や居住

系サービス、濃厚接触者等に対してもサービス継続を行う必要がある訪問系

サービス等感染者が発生してもなおサービスを継続して行うことを前提とし

ているものを対象とすることを想定しています。 

  この点にも留意しつつ、それぞれの担当の間で、防護具等の管理、配布方

法について事前に調整しておくことが必要です。 

 

○  その上で、感染が発生した社会福祉施設等に対しては、迅速に防護具等を

供給する必要があることから、その不足を確認した上で、都道府県等が直接

社会福祉施設等に対し持ち込むなど、迅速に供給するようお願いいたしま

す。 

 

○  なお、国からの配送については、感染が発生した社会福祉施設等に対する

支援を想定した品目と数量をお送りすることになりますが、それに加えて、

再度の感染症の流行や管内の社会福祉施設等からの要望も踏まえて都道府県

等で必要な防護具等を幅広に確保し、備蓄しておくことに努めてください。 

 

 

 

２ 全ての社会福祉施設等への防護具等の支援について 

（１）基本的な考え方 

○  上記１の施設を含め、全ての社会福祉施設等についても、一般的な感染拡

大防止の観点からは、マスクや手指消毒用エタノール等の必要な防護具等を

確保して、サービスを提供することが必要です。 

 

○  これらの防護具等についても、依然として、防護具等の国内需給の逼迫状

況は完全に解消はされておらず、それぞれの社会福祉施設等では入手が困難

な場合があることから、管内の社会福祉施設等のサービス提供に支障を及ぼ

さないよう、これらの防護具等についても都道府県等の民生主管部局が各社

会福祉施設の需要を把握した上で、主体的に確保・備蓄し、適切に放出を行

うことが望ましいと考えられます。なお、手指消毒用エタノールについて

は、別途ご連絡している優先供給スキームを適宜ご活用ください。 

 

 

（２）検討・準備いただきたい点について 

 

○  （１）の考え方を踏まえ、国から今後、都道府県等の民生主管部局に対

し、マスクの配布を検討していますので、都道府県等内に備蓄する場所（倉

庫）や都道府県等内部での管理体制を整備いただくようお願いいたします。
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（６月下旬以降配送予定。第１弾は約 4,000万枚のサージカルマスクを国が

購入し、人口比で配布予定です。第２弾以降は不織布マスクを順次配布予定

です。詳細は追ってお知らせします。） 

 このマスクの配布対象は、上記１と異なり、感染が発生した社会福祉施設

等のみに限定されるものではありませんので、管内の社会福祉施設等の在庫

状況や都道府県等における備蓄状況、マスクの流通状況等を踏まえ、適切な

備蓄や配布の方法をご検討いただきますようお願いします。 

また、高齢者施策・障害児者施策・児童福祉施策・生活困窮者施策それぞ

れの担当の間で、マスクの按分方法や管理、配布方法について事前に調整し

ておくことが必要です。 

その上で、当該マスクについて適切に管理、備蓄、配布いただきますよう

お願いいたします。 

 

○  なお、上記のマスクの配布に限らず、管内の社会福祉施設等におけるサー

ビス継続の観点から、都道府県等の民生主管部局が適切に防護具等を確保す

ることは望ましいことと考えられますので、管内の感染症の流行状況や管内

の社会福祉施設等からの要望も踏まえて都道府県等で必要な物資を幅広に確

保し、備蓄しておき、必要に応じて適切に放出することに努めてください。 

 

（問合せ先） 

 

 ＜児童養護施設・保育所等に関するお問い合わせ＞ 

○厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線４８６８） 

  ○厚生労働省子ども家庭局保育課 

    ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線４８５３、４８５４） 

○厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線４８３８） 

○厚生労働省子ども家庭局子育て支援課 
ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１ （内線４９６６）  

 

 ＜保護施設に関するお問い合わせ＞ 

○厚生労働省社会・援護局保護課 

    ＴＥＬ：０３―５２５３－１１１１（内線２８３３） 

 

 ＜障害福祉サービス事業所等に関するお問い合わせ＞ 

  ○厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

    ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３１４８） 

 

＜介護保険サービスに関するお問い合わせ＞ 

○厚生労働省老健局高齢者支援課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９２９、３９７１） 

○厚生労働省老健局振興課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９７９、３９９６） 

○厚生労働省老健局老人保健課 

    ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９４８、３９４９） 

 

86



事 務 連 絡 
令和２年６月１２日 

 
  都道府県 
各 指定都市 民生主管部（局） 御中 
  中 核 市 
 
 

厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室 
厚 生 労働 省 子 ど も 家 庭局 保 育 課 
厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 
厚生労働省子ども家庭局子育て支援課 
厚 生 労働 省 社 会 ・ 援 護局 保 護 課 
厚生労働省社会・援護局福祉基盤課 
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課  
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課  
厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室 
厚 生 労働 省 老 健 局 高 齢者 支 援 課  
厚 生 労 働 省 老 健 局 振 興 課 
厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に関連した感染症拡大防止のための 

衛生・防護用品の都道府県等への配布について 

 

新型コロナウイルス感染症への対応に多大なご協力を賜り厚く御礼申し上げ

ます。 

先般発出した「新型コロナウイルス感染症に関連した感染症拡大防止のため

の衛生・防護用品の都道府県等における備蓄の推奨と体制整備について」（令和

２年５月 29日付け厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか連名事

務連絡（以下「５月 29日付け事務連絡」という。））において、国から防護具等

を都道府県等（指定都市・中核市を含む。以下同じ）に配布することをお知らせ

したところですが、詳細は下記のとおりですので、都道府県等におかれては、防

護具等の受け入れの準備とともに、必要な情報の登録についてお願いいたしま

す。 

 

記 

 

１ ５月 29日付け事務連絡の「１ 感染が発生した社会福祉施設等に対する防

護具等の支援について」の（２）で示した防護具等として、第１弾を次のとお

り配布を行います。 
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（１）配布する防護具等、数量 

①配布する防護具等 

ア．サージカルマスク 

イ．アイソレーションガウン（プラスチック製又は不織布ＰＥ加工製） 

ウ．フェイスシールド（大きさ２２cm×３３cm） 

エ．手袋（ＰＶＣ製） 

②配布数量 

・①のア～ウ 各５０万枚を人口比※で配分 

・①のエ   ３３０万双を人口比※で配分 

※ 母数：127,444千人（平成 31年 1月 1日 住民基本台帳による。） 

 

(注) 第１弾の送付後に、再度の感染症の流行等により備蓄に不足が生じる

場合は、追加送付をしますので、３の（１）のメールアドレス宛てに連絡

をお願いします。 

 

（２）配布時期 

令和２年６月末から７月上旬を予定（おって、都道府県等ごとに物資名、

数量、配送日を３の（２）で登録していただいた連絡窓口宛てにお知らせし

ます。） 

 

（３）配布先 

都道府県等ごとに３の（２）で登録された納品場所に送付します。 

 

 

２ ５月 29日付け事務連絡の「２ 全ての社会福祉施設等への防護具等の支援

について」の（２）で示したマスクの配布について、第１弾を次のとおり配布

を行います。 

  なお、これらの物資については、次の感染拡大期に備えての備蓄や社会福祉

施設の物資の在庫状況を踏まえた放出に当てていただきますようお願いしま

す。 

 

 

（１）数量 

サージカルマスク４千万枚を人口比※で配分 

※ 母数：127,444千人（平成 31年 1月 1日 住民基本台帳による。） 

88



 

（２）配布時期 

令和２年６月末から７月上旬を予定（おって、都道府県等ごとに物資名、

数量、配送日を３の（２）で登録していただいた連絡窓口宛てにお知らせし

ます。） 

 

（３）配布先 

都道府県等ごとに３の（２）で登録された納品場所に送付します。 

 

なお、第２弾以降については、９月までに不織布マスク約５千万枚（人口

比で配分）、10月以降令和３年３月まで、毎月約３千万枚（人口比で配分）を

送付する予定としています。また、第２弾以降の送付先については、都道府

県の希望により市区町村への配送も可能とする予定です。 

 

３ 連絡窓口、納品送付先等の登録について 

上記１及び２の連絡窓口、送付先等の登録を次のとおりお願いします。 

（１）登録先（メールアドレス） 

fukushi-mask@mhlw.go.jp 

 

（２）登録内容 

① 連絡窓口（担当部課名、担当者名、電話番号、メールアドレス） 

※ 連絡窓口は、民生主管部局内で一元化をお願いします。 

② 納品場所（名称、郵便番号、住所、納品可能日（曜日等）・時間帯） 

 

（３）登録期限 

（１）のメールアドレスに（２）の登録内容を別添様式に記入の上、電子メ

ールにより、６月 19日（金）17：00までに登録をお願いします。なお、電子

メールの件名は、「連絡窓口（自治体名）」でお願いします。 

 

４ 照会先 

 照会については、３の（１）のメールアドレスまでお願いします。なお、極

力、一元化された連絡窓口からの照会でお願いします。 

 電子メールの件名は、「照会（自治体名）」でお願いします。 
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５ 放出実績の登録 

都道府県等が社会福祉施設等へ防護具等を放出した実績について、防護具

等別に、毎月ごと（月末締め）の実績を３の（１）のメールアドレスまで送付

をお願いします。電子メールの件名は「放出実績（自治体名）○月分」とし、

翌月１５日までに送付をお願いします。なお、登録していただく様式を連絡

窓口宛て、別途、送付させていただきます。 
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事 務 連 絡 
令和２年９ 月２ ９日 

 
  都道府県 
各 指定都市 民生主管部（局） 御中 
  中 核 市 
 
 

厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室 
厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 保 育 課 
厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 
厚生労働省子ども家庭局子育て支援課 
厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 保 護 課 
厚生労働省社会・援護局福祉基盤課 
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 
厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課  
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課  
厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に関連した感染症拡大防止のための 

衛生・防護用品（使い捨て手袋）の都道府県等への配布について 

 

新型コロナウイルス感染症への対応に多大なご協力を賜り厚く御礼申し上げ

ます。 

社会福祉施設等に対する防護具等の支援については、「新型コロナウイルス感

染症に関連した感染症拡大防止のための衛生・防護用品の都道府県等への配布

について」（令和２年６月 12 日付け厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合

対策室ほか連名事務連絡（以下「６月 12日付け事務連絡」という。））でお知ら

せしたとおり、国から防護具等を都道府県等（指定都市・中核市を含む。以下同

じ）に順次配布しているところです。 

今般、新型コロナウイルス感染症対策に限らず、介護施設等において日常的

に排泄ケア等で必須となる使い捨て手袋について、入手が困難であるという現

場からの意見や、世界的な需給状況等を総合的に勘案し、今後のサービス提供に

支障を及ぼさないよう、入手が困難である介護施設等への放出用として、都道府

県等に対して、一定数量を順次配布することとしました。配布に当たっての詳細

は下記のとおりですので、都道府県等におかれては、受け入れの準備とともに、

都道府県等内部での備蓄と当該施設等への放出にご協力いただきますようお願

いいたします。 
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記 

 

１ 使い捨て手袋の配布にあたっての基本的な考え方 

介護施設等において排泄ケア等で日常的に必須となる使い捨て手袋につい

ては、世界的な需要増等により、地域によっては入手が困難な場合があるこ

とから、管内の介護施設等のサービス提供に支障を及ばさないよう、都道府

県等の民生主管部局が介護施設等の需給状況を十分に把握した上で、主体的

に確保・備蓄し、適切に放出を行うことが望ましいと考えられます。 

 

２ 具体的な配布方法、検討・準備いただきたい点について 

（１）配布の実施について 

上述１の考え方を踏まえながらも、都道府県等において相当数を確保す

ることは困難な場合もあることから、国から都道府県等の民生主管部局に対

し、使い捨て手袋の配布を実施しますので、都道府県等内に備蓄する場所（倉

庫）や都道府県等内部での管理体制を整備いただくようお願いします。 

 

（２）配布対象 

この使い捨て手袋の配布対象は、感染が発生した介護施設等のみに限定

されるものではなく、高齢者・障害児者・児童・生活困窮者向けの福祉施策

のうち、使い捨て手袋の着用を必須とする排泄介助等※のサービスを日常的

に提供する介護施設等で、使い捨て手袋が無ければサービス提供の継続に支

障が生じるものを対象とすることを想定しています。 

※ 高齢者や障害児者等への排泄介助や医療処置、乳幼児のおむつ交換

時の排便処理等において、血液等の体液や嘔吐物、排泄物に触れる恐れ

があるとき、傷や創傷皮膚に触れるときは、手袋の着用が不可欠となっ

ています。 

なお、感染が発生した社会福祉施設等に対する使い捨て手袋については、

６月 12 日付け事務連絡でお知らせしたとおり、既に都道府県等に配布して

いるところですので、そちらの活用をお願いします。 

 

（３）介護施設等への放出の考え方 

都道府県等においては、管内の介護施設等の需給状況を把握していただ

き、放出要件に合致する介護施設等からの緊急要請に基づき、放出要件の状

態であることを確認の上、放出を決定していただくことを原則とします。 
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なお、放出要件は、以下の例を参考に、地域の実情を勘案の上、設定して

いただくようお願いします。 

※ 放出要件（例示） 

・ 排泄介助等使い捨て手袋の使用が必須となる施設・サービスであるこ

と。 

・ 地元の卸売業者では在庫がないことや発注をしていたがキャンセルさ

れたなど手に入れられない状況が続いていること。 

・ 当該施設の備蓄見通しが３週間以内となっていること。 

・ 当該施設の消費量が適切であること。 

 

（４）配布する使い捨て手袋の数量、配布時期 

・ 第１弾として、５千万双を人口比※で配分します。（別添１を参照） 

 なお、今回はＰＶＣ（塩化ビニール）製手袋の配布を予定しています。 

※ 母数：127,444千人（平成 31年 1月 1日 住民基本台帳による。） 

・ 配布時期については、１０月の後半から１１月を予定しています。 

・ 第２弾以降は、第１弾の配布・放出実績を踏まえながら、１１月以降、

年度内において毎月５千万双の規模で配布する予定です。 

（注）配布する使い捨て手袋については、輸入品が中心であり、納入時期の

変動が想定され、配布時期や配布数量も変わる可能性もあります。また、

材質はＰＶＣ製のほか、ＰＥ（ポリエチレル）製の配布も予定しています。 

 

（５）配布先 

 都道府県、指定都市、中核市の指定された場所に配布します。都道府県の

希望により送付先を市区町村にすることも可能としますが、その場合は、当

該市区町村と調整の上、登録をお願いします。また、当省から介護施設等へ

の直接配送は行いません。 

 

（６）配布先等の登録について 

（１）～（４）を踏まえ、（５）の配布先の登録について、別添２様式に

記入の上、福祉４部局マスクチーム専用アドレス※に 10 月 14 日（水）まで

送付ください。 

なお、（４）で示した数量よりも少ない数量を希望される場合や配布時期

を後送りにしたい場合は、具体的な数量、具体的な時期について併せてご連

絡ください。その際には、少ない数量にする理由（需要がない、十分な備蓄

が既にある、保管場所の確保ができない等）、配布時期を遅らせる理由（す
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ぐに不足する状況にはない、当面の備蓄がある、保管場所の確保ができない

等）をお知らせください。 

 

※登録先（福祉４部局マスクチーム専用アドレス） 

fukushi-mask@mhlw.go.jp 

 

３ 放出実績の登録 

都道府県等が介護施設等へ使い捨て手袋等を放出した実績について、その都

度、福祉４部局マスクチーム専用アドレスまで送付をお願いします。電子メー

ルの件名は「緊急手袋放出実績（自治体名）○月○日分」としてください。な

お、登録様式は、別途、福祉４部局マスクチームからの電子メールでお知らせ

します。 

 

問い合わせ先 

 

厚生労働省福祉４部局マスクチーム 

専用アドレス:fukushi-mask@mhlw.go.jp 

 

※ メールにてお問い合わせください。 

件名は、「照会（自治体名）」でお願いします。 
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